
 

 
  

【表紙】

【提出書類】 半期報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成19年12月20日

【中間会計期間】 第83期中(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日)

【会社名】 株式会社川島織物セルコン

【英訳名】 Kawashima Selkon Textiles Co., Ltd.

【代表者の役職氏名】 取締役社長 中 西 正 夫

【本店の所在の場所】 京都市左京区静市市原町265番地

【電話番号】 (075)741―4111(代)

【事務連絡者氏名】 経営企画部長 肥 後   隆

【最寄りの連絡場所】 京都市左京区静市市原町265番地

【電話番号】 (075)741―4111(代)

【事務連絡者氏名】 経営企画部長 肥 後   隆

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所 

 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

株式会社大阪証券取引所 

 (大阪市中央区北浜１丁目８番16号)

当社 東京支店 

 (東京都江東区豊洲５丁目６番15号)

当社 大阪支店 

 (大阪府吹田市広芝町８番26号)

当社 名古屋支店（自動車事業部） 

 (名古屋市名東区上社５丁目1204番地)

(注1) 当社の事務所は、法定の縦覧場所ではありませんが、投資者の便宜を図

るために任意に縦覧に供する場所に定めたものであります。



第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

 
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

  2 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、第81期中間連結会計期間、第81期連結会計年度、第
82期中間連結会計期間並びに第83期中間連結会計期間は１株当たり中間(当期)純損失であり、また、潜在株式
が存在しないため、及び第82期連結会計年度は潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

  3 中間連結財務諸表を作成しているため、提出会社の１株当たり純資産額、１株当たり中間(当期)純利益および
潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益は記載しておりません。 

4 平成18年４月１日に当社は㈱セルコン及び㈱川島織物販売と合併をしております。 
  5 純資産額の算定にあたり、第82期中間期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計

基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針
第８号）を適用しております。 

  6 第82期中間連結会計期間、第83期中間連結会計期間及び第82期連結会計年度の従業員数の（外書）は、アルバ

イト、パートタイマーなど臨時従業員の平均雇用人員であります。 

第一部 【企業情報】

回次 第81期中 第82期中 第83期中 第81期 第82期

会計期間

自  平成17年 
   ４月１日 
至  平成17年 
   ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

(1) 連結経営指標等

売上高 (百万円) 27,760 38,422 39,421 57,018 80,649

経常利益又は 
経常損失(△)

(百万円) 42 △486 △323 111 221

当期純利益又は 
中間(当期)純損失(△)

(百万円) △450 △1,076 △1,171 △742 46

純資産額 (百万円) 11,513 12,494 12,567 12,096 13,441

総資産額 (百万円) 52,812 63,828 59,299 55,596 60,244

１株当たり純資産額 (円) 140.33 133.16 132.91 147.48 142.32
１株当たり当期純利益
又は中間(当期)純損失
(△)

(円) △5.49 △11.69 △12.50 △9.05 0.50

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) － － － － －

自己資本比率 (％) 21.8 19.6 21.0 21.8 22.1

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 957 △2,276 399 745 △1,045

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △321 △152 566 △856 2,020

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △372 △699 △626 1,091 △6,771

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(百万円) 6,597 4,917 2,681 7,365 2,292

従業員数 
（平均臨時雇用者数）

(名) 2,236
2,833
(519)

2,908
(405)

2,223
2,812
(412)

(2) 提出会社の経営指標等

売上高 (百万円) 14,739 30,769 29,395 29,056 63,295

経常利益又は 
経常損失(△)

(百万円) 77 △313 △975 △129 △531

中間(当期)純損失 (百万円) 408 664 1,623 768 52

資本金 (百万円) 8,277 8,277 8,277 8,277 8,277

発行済株式総数 (千株) 86,399 93,903 93,903 86,399 93,903

純資産額 (百万円) 14,027 14,752 13,267 14,227 14,865

総資産額 (百万円) 44,076 60,349 53,755 46,175 56,263

１株当たり配当額 (円)  ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 31.8 24.4 24.7 30.8 26.4
従業員数 
（平均臨時雇用者数）

(名) 652
1,323
(208)

1,249
(169)

596
1,282
(193)



２ 【事業の内容】 

当社の企業グループは、身装・美術工芸事業、インテリアファブリック事業、自動車・列車・航空機内

装材事業及びその他の事業を営んでおります。 

 当中間連結会計期間における、各事業に係る事業内容の変更と主要な関係会社の異動は概ね次のとおり

であります。 

  

（身装・美術工芸事業） 

  特に変更はありません。 

  [主要な関係会社の異動] 

    異動はありません。 

  

（インテリアファブリック事業） 

  特に変更はありません。 

  [主要な関係会社の異動] 

    異動はありません。 

  

（自動車・列車・航空機内装材事業） 

  特に変更はありません。 

  [主要な関係会社の異動] 

㈱セイワおよび同社の子会社である昆山圣和汽車装飾有限公司は平成19年７月３日の株式取得に伴い

当中間連結会計期間より連結子会社となりました。 

  

（その他の事業） 

  特に変更はありません。 

  [主要な関係会社の異動] 

    異動はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

新規 

㈱セイワおよび同社の子会社である昆山圣和汽車装飾有限公司は平成19年７月３日の株式取得に伴い当

中間連結会計期間より連結子会社となりました。 

 
(注) 1 「主要な事業の内容」には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

2 「議決権の所有割合」欄の（内書）は間接所有であり、昆山圣和汽車装飾有限公司は㈱セイワが100％所有し

ております。 

  

名称 住所
資本金又は
出資金（百
万円）

主要な   
事業の内容

議決権の
所有割合
（％）

関係内容

（連結子会社）    
 
㈱セイワ 
 

広島県福山市 20
自動車・列
車・航空機
内装材

100.00

自動車メーカー向けの自動車
内装用シート地の裁断・縫製
加工を行っております。  
役員の兼任等（有）      

 
昆山圣和汽車   
装飾有限公司 
 

中国昆山市
US$1,000

千

自動車・列
車・航空機
内装材

100.00
(100.00)

現地及び国内自動車メーカー
向けの自動車内装用シート地
の裁断・縫製加工を行ってお
ります。



４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社における状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 1 従業員数は就業人員であります。 

2 従業員数欄の（外書）は、アルバイト、パートタイマーなど当中間連結会計期間の臨時従業員の平均雇用人員

であります。 

3 従業員が前連結会計年度末比96名増加しておりますが、その主な理由は、当中間連結会計期間に㈱セイワ及び

昆山圣和汽車装飾有限公司が関係会社となったことによるものであります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 1 従業員数は就業人員であります。 

2 従業員数欄の（外書）は、アルバイト、パートタイマーなど当中間会計期間の臨時従業員の平均雇用人員であ

ります。 

  

(3) 労働組合の状況 

会社と組合は、正常な労使関係を維持し、特記する事項はありません。 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

身装・美術工芸事業 414 （26）

インテリアファブリック事業 1,152 （311）

自動車・列車・航空機内装材事業 1,149 （43）

その他の事業 61  （19）

全社 132 （6）

合計 2,908 （405）

従業員数(名) 1,249（169）



第２ 【事業の状況】 

「第２ 事業の状況」の金額数値については、消費税等抜きの金額によっております。 

  

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

① 全般的な営業の状況 

［事業環境］ 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、好調な企業収益や設備投資の増加に支えられ、雇用・所

得環境にも改善の広がりが見られるなど、緩やかながら着実な回復基調にありました。一方で、原油価

格の高騰や米国経済の減速懸念など、先行きには不透明感が広がっています。  

 当社グループに関連する市場について、和装業界は、昨年来の市況の急速な悪化の影響により、極め

て厳しい状態にありました。自動車業界では、新車販売台数が27年ぶりの低水準に落ち込んだほか、国

内生産台数についても、新車販売不振の影響などから4年ぶりに前年実績を下回りました。インテリア業

界では、耐震偽装の再発防止のため建築確認審査が厳しくなった影響で新設住宅着工戸数が前年実績を

大きく下回りました。  

  

［営業の状況］ 

このような経営環境の下、当社グループは、第一次中期経営計画の着実な実行と「存在感の際立つ、

伸びゆくファブリックメーカー」への飛躍を目指し、各々の事業に取り組んでおります。  

 当中間連結会計期間における当社グループの連結売上高は、海外子会社の売上高が伸張したことから

大幅な増収となった自動車・列車・航空機内装材事業が、減収となった身装・美術工芸事業、インテリ

アファブリック事業、その他事業をカバーしたことにより、前年同期比で9億98百万円（2.6％）増収の

394億21百万円となりました。  

 営業損益については、自動車・列車・航空機内装材事業の増収に伴い収益性を大きく向上させた効果

に加え、全社をあげての業務改善活動による経費削減効果などにより、前年同期比では66百万円改善し

たものの、2億64百万円の損失となりました。経常損益についても、営業損益と同様に前年同期比では1

億63百万円改善したものの、3億23百万円の損失となりました。特別損失として、過年度分の役員退職慰

労引当金繰入額2億73百万円を計上したことなどにより、中間純損失は11億71百万円（前年同期比95百万

円悪化）となりました。  

  

② 事業の種類別セグメントの概況 

［身装・美術工芸事業］ 

当事業の売上高は、大手和装小売の倒産に端を発した和装業界の信用低下と急激な市場縮小の影響を

脱せず、当社並びに和装製品製造販売を行う子会社が低調に推移したことから、前年同期比4億33百万円

（15.9％）減収の22億91百万円となりました。営業損益については、当社並びに子会社において、売上

高の減少に伴い採算が悪化した影響から、前年同期比2億96百万円悪化し、77百万円の損失となりまし

た。 

  



［インテリアファブリック事業］ 

当事業の売上高は、百貨店や量販店、ハウスメーカーなど一般消費者向けの販売が伸び悩み、前年同

期比4億22百万円（1.6％）減収の252億74百万円となりました。営業利益については、コントラクトを対

象とした室内装飾部門が堅調に推移したことや経費削減の効果などにより、前年同期比69百万円増益の8

億93百万円となりました。 

  

［自動車・列車・航空機内装材事業］ 

当事業の売上高は、北米及び中国の子会社が好調に推移し、大幅な増収となったことに加え、前連結

会計年度に子会社化した「KAWASHIMA-FUCHI(THAILAND)CO., LTD.」の売上高が加算されたことなどによ

り、前年同期比18億47百万円（19.6％）増収の112億68百万円となりました。営業利益については、海外

事業の収益性が大幅に向上したことなどにより、前年同期比3億21百万円改善し、18百万円となりまし

た。 

  

［その他事業］ 

当事業の売上高は、前年同期比6百万円（1.0％）増収の5億86百万円となりました。営業損益について

は、25百万円悪化し、35百万円の損失となりました。 

  

   ③ 所在地別セグメントの概況 

「日本」は、「② 事業の種類別セグメントの概況」に記載のとおり、身装・美術工芸事業およびイ

ンテリアファブリック事業は伸び悩みましたが、自動車・列車・航空機内装材事業は堅調に推移した結

果、売上高は338億12百万円、営業利益は3億21百万円となりました。 

 「その他の地域」は、中国、アメリカ等における自動車・列車・航空機内装材事業の売上が伸長した

ことにより、売上高は56億8百万円となり、営業利益は増収並びに収益性の向上から3億25百万円となり

ました。 

 なお、前中間連結会計期間においては、全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が

90％を超えており、所在地別セグメント情報の記載を省略しているため、前年同期比の記載も省略して

おります。  

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ3億89百万円増加し、26億81百

万円となりました。 

 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

  

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純損失9億41百万円を

計上したものの、売上債権・たな卸資産・仕入債務の減少による運転資金の減少8億11百万円などによ

り、3億99百万円の資金の収入となりました。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

  当中間連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、株式会社セイワの株式取得による収入2

億45百万円、東京支店の売却手付による収入3億52百万円などにより、5億66百万円の資金の収入となり

ました。 



  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、財務改革の実現に向け、有利子負債の

削減を図ったことにより、6億26百万円の資金の支出となりました。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

 
(注) 1 金額は、標準出荷価格によっております。 

 2 セグメント間取引については、相殺消去しております。 

  

(2) 仕入実績 

当中間連結会計期間における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

 
(注) 1 金額は、仕入価格によっております。 

 2 セグメント間取引については、相殺消去しております。 

  

(3) 受注実績 

当中間連結会計期間における受注生産の受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとお

りであります。 

 
(注）1 セグメント間取引については、相殺消去しております。 

  2 インテリアファブリック事業の受注高及び受注残高に当中間連結会計期間より工事受注高を含めることとした

  ため、前年同期比が325.8％及び200.1％に増加しております。 

  

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同期比(％)

身装・美術工芸事業 1,720 67.9

インテリアファブリック事業 11,740 102.8

自動車・列車・航空機内装材事業 11,464 112.9

その他の事業 15 36.4

合計 24,941 103.3

事業の種類別セグメントの名称 仕入高(百万円) 前年同期比(％)

身装・美術工芸事業 294 91.3

インテリアファブリック事業 10,205 87.9

自動車・列車・航空機内装材事業 ― ―

その他の事業 ― ―

合計 10,499 88.0

事業の種類別 
セグメントの名称

受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％)

身装・美術工芸事業 122 54.9 119 79.9

インテリア 
ファブリック事業

5,381 325.8 592 200.1

自動車・列車・ 
航空機内装材事業

11,214 152.9 3,730 109.5

その他の事業 16 ─ ─ ─

合計 16,734 181.7 4,443 115.4



(4) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

 
(注) 1 セグメント間取引については、相殺消去しております。 

 2 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、当該割合が100分の10未満の為、記

載を省略しております。 

  

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同期比(％)

身装・美術工芸事業 2,291 84.1

インテリアファブリック事業 25,274 98.4

自動車・列車・航空機内装材事業 11,268 119.6

その他の事業 586 101.1

合計 39,421 102.6



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

１． 当社は、株式会社セイワと平成19年４月24日付けで株式取得に関する基本合意書を、また、平成19

年６月26日付けで株式譲渡契約書を締結いたしております。  

（１）目的 

当社は、シートファブリックを日本をはじめ、中国、北米、ASEANなどグローバルに生産、供

給しており、日本、中国で自動車シートの裁断、縫製を手がける株式会社セイワの株式を取得し

子会社化することにより、日本国内での補完体制ができるとともに、中国での「トリム一貫体

制」がより強固なものとなること、また、稼動・物流能力の大幅な向上が図れることなどを目的

としております。 

 （２）取得会社の概要 

 商号      株式会社セイワ 

  代表者     代表取締役 橋本光司 

  所在地     広島県福山市南松永町３丁目９番55号 

  設立年月日   昭和59年２月１日 

  事業内容    自動車シートの縫製 

  決算日     ９月30日 

  従業員     78名 

  資本金     20百万円 

  発行済株式数  400株 

  （３）取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式数の状況 

     異動前の所有株式数      0株（所有割合  0％） 

      （議決権の数  0個） 

     取得株式数         394株（取得価額 394百万円） 

      （議決権の数 394個） 

     異動後の所有株式数     394株（所有割合 100％） 

      （議決権の数 394個）  

     （注）自己株6株を除いた全ての株式394株を取得しております。 

（４）株券の引渡し日 平成19年７月３日 

（５）業績（平成18年９月期） 

   売上高    4,671百万円 

    営業利益     54百万円 

    経常利益     73百万円 

    当期純利益    18百万円 

    総資産    2,773百万円 

  

２． 当社は、平成19年５月15日開催の取締役会において固定資産の譲渡を決議し、契約を締結いたしま

した。 

 なお、詳細につきましては、「第５ 経理の状況 １ 中間連結財務諸表等  (１) 中間連結財務諸



表 注記事項（重要な後発事象）」に記載のとおりであります。 

  

５ 【研究開発活動】 

当社グループでは、創業以来培ってきたファブリックテクノロジーを基礎に、ファブリックの持つ可能

性を追求することにより、人の暮らしの環境を革新し、新しい市場を切り開くような新商品・新技術を求

め、研究開発活動を行っています。 

当社グループの研究開発活動は、主に提出会社が行っており、既存事業領域における商品群の高付加価

値化あるいは生産性向上につながる要素技術の開発とともに、伸びゆく事業を生み出す基盤技術の開発を

研究開発部が担当しています。商品開発については、各事業の特徴を活かし、お客様のニーズに迅速に対

応すべく、研究開発部と連携を取りながら、各事業の商品開発部門が担当しています。 

当中間連結会計期間における当社グループ全体の研究開発費は9億85百万円であり、事業部門毎の研究

開発体制、主要課題、研究成果及び研究開発費は次のとおりです。 

なお、全体の研究開発費には、研究開発部の研究開発費93百万円が含まれています。 

  

(1) 身装・美術工芸事業 

同事業部開発部が中心となって、伝統的な呉服（正絹帯など）及び美術工芸織物製品（緞帳・祭礼幕

など）に関する意匠や織技術を研究し、新商品の企画・開発を行っているほか、浴衣・プレタ着物・和

装雑貨など、新分野の商品についての企画・開発を行っています。 

当中間連結会計期間は、高品質な原材料（絹糸）を安定して生産するための産地・公的機関・大学と

の共同研究や、より高度な製品が織れる自動織機の開発に継続して取り組んでおります。また、天然染

料である貝紫の高品質で安定した染料化と還元染色処方の製造技術を基に、実用化に向けた展開を進め

ています。 

当事業に係る研究開発費は、1億29百万円です。 

  

(2) インテリアファブリック事業 

同事業部スペーストータル商品部及びホームリビング商品部が中心となって、お客様の多様なライフ

スタイルに応えるべく、ターゲットユーザーとそのニーズを明確にした商品群の企画・開発を行ってい

ます。 

当中間連結会計期間の主な成果としては、オーダーカーテンシリーズ「appleseed est（アップルシ

ード エスト）」を６月に発売しました。当シリーズでは、全点を家庭で簡単に洗濯できるウォッシャ

ブル機能対応品としたことに加え、インテリアファブリックス性能評価協議会がホルムアルデヒドの放

散基準をクリアした商品に対してのみ認定する「Ｆ☆☆☆☆」マークを全点で取得しました。７月に

は、医療・福祉・教育、各種施設向けのコントラクトカーテンシリーズ「green days（グリーンデイ

ズ）」を発売しました。当シリーズでは、ＶＯＣ（揮発性有機化合物）軽減・抗菌・消臭機能を有する

「セリスト加工」に消臭力と即効性を強化した「セリスト加工プラス」を採用しました。また、タイル

カーペット用インクジェットプリントシステムの開発が進展し、従来のプリントシステムでは表現でき

なかった多色・グラデーションデザインや写真画像など、高画質な商品の提供が可能となりました。 

当事業に係る研究開発費は、2億87百万円です。 



(3) 自動車・列車・航空機内装材事業 

同事業部商品部が中心となって、自動車・列車・航空機用内装材に関する周辺技術の研究開発に加

え、新たな技術・技法を用いたより快適な車内空間の創造とともに、より高い付加価値を生み出す製品

及び設備の研究・開発を行っています。 

当中間連結会計期間の主な成果としては、自動車メーカーの協力を得て、撥水機能に加え、汚れが付

きにくく、付着した汚れも素早く拭き取ることができる防汚加工技術の開発を行いました。 

当事業に係る研究開発費は、4億74百万円です。 



第３ 【設備の状況】 
「第３ 設備の状況」の金額数値については、消費税等抜きの金額によっております。 

  

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備計画の変更 

前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設について、当中間連結会計期間に変更

があったものは、次のとおりであります。 

 
  

(2) 重要な設備計画の完了 

前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設について、当中間連結会計期間に完了

したものは、次のとおりであります。 

 
  

会社名 
事業所名

所在地
事業の種類 
別セグメン 
トの名称

設備名 設備の内容

投資予定
金額 

(百万円) 資金調達
方法

変更前 変更後 完成後に
おける 

増加能力等
総額

既支
払額

着手 完了 着手 完了

㈱川島織物
セルコン滋
賀 事 業 所
（加工場貸
与）

滋賀県 
愛知郡 
愛荘町

自動車・列
車・航空機
内装材

生産関連設
備

仕上加工設
備

30 ― 自己資金
平成19年

７月
平成20年

１月
中止 設備更新

㈱川島織物
セルコン滋
賀事業所

〃 〃 〃 加工金型 49 ― 〃
平成19年

４月
平成19年

９月
平成19年

10月
平成20年

３月
新製品開発

会社名 
事業所名

所在地
事業の種類別 

セグメントの名称
設備名 設備の内容 金額(百万円) 資金調達方法 完了

完成後における
増加能力等

㈱川島織物
セルコン物
流

埼玉県
越谷市

インテリアファブ
リック

冷暖房設備 冷暖房設備 42 自己資金
平成19年 

６月
設備更新

㈱川島織物
セルコン滋
賀事業所(加
工場貸与)

滋賀県
愛知郡
愛荘町

自動車・列車・航
空機内装材

生産関連設備 仕上加工設備 43 自己資金
平成19年 

７月
設備更新



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 176,167,000

計 176,167,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月20日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融 
商品取引業協会名

内容

普通株式 93,903,222 93,903,222

東京証券取引所
市場第一部 
大阪証券取引所 
市場第一部

―

計 93,903,222 93,903,222 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成19年９月30日 ― 93,903,222 ― 8,277 ― 3,352



 
(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 1 川島織物セルコン共栄会は、当社製品の製造販売に携わる協力企業で結成する持株会であります。 

2 日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数は、すべて信託業務に係る株式であります。 

(6) 【議決権の状況】 
① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が33,000株(議決権33個)含まれ

ております。 

2 「単元未満株式」欄の普通株式には当社所有の自己株式646株が含まれております。 

② 【自己株式等】 
平成19年９月30日現在 

 
(注) 株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が2,000株(議決権2個)あります。 

なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄に含めております。 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

レゾン投資事業有限責任組合 東京都千代田区大手町１丁目７-２ 7,992 8.51

川島織物セルコン従業員持株会 京都市左京区静市市原町265 4,322 4.60

川島織物セルコン共栄会 京都市左京区静市市原町265 4,207 4.48

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町１丁目１-２ 3,899 4.15

林テレンプ株式会社 名古屋市中区上前津1丁目４-５ 3,000 3.19

帝人ファイバー株式会社 大阪市中央区南本町1丁目６-７ 2,268 2.42

東レ株式会社 東京都中央区日本橋室町２丁目１-１ 2,267 2.42

トヨタ自動車株式会社 愛知県豊田市トヨタ町１ 1,814 1.93

株式会社京都銀行 
 
(常任代理人 資産管理サービ
ス信託銀行株式会社)

京都市下京区烏丸通松原上ル薬師前町
700 
(東京都中央区晴海1丁目８番12号 
晴海アイランドトリトンスクエア 
オフィスタワーZ棟)

1,692 1.80

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社

東京都港区浜松町２丁目11-３ 1,644 1.75

計 ― 33,110 35.26

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式) 
普通株式 
          219,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式
92,711,000 92,711

―

単元未満株式 普通株式
973,222

― ―

発行済株式総数 93,903,222 ― ―

総株主の議決権 ― 92,711 ―

 

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数
の合計 
(株)

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％)

(自己保有株式)

株式会社川島織物セルコン
京都市左京区静市市原町
265番地

219,000 ― 219,000 0.23

計 ― 219,000 ― 219,000 0.23

 



２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。

  

  

月別
平成19年 
４月

 
５月 ６月 ７月 ８月

 
９月

高(円) 226 231 211 211 183 162

低(円) 196 191 187 173 132 118



第５ 【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

  

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間連結財務

諸表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中

間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規

則に基づき、当中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)は、改正後の中間財務諸表

等規則に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成18年４月１日から平成18

年９月30日まで)の中間連結財務諸表及び前中間会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日ま

で)の中間財務諸表について、並びに、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当中間連結

会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の中間連結財務諸表及び当中間会計期間(平成

19年４月１日から平成19年９月30日まで)の中間財務諸表について、あずさ監査法人により中間監査を

受けております。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 5,247 2,681 2,622

 ２ 受取手形及び売掛金 ※８ 16,843 16,909 18,573

 ３ たな卸資産 10,917 10,879 10,764

 ４ その他 3,218 2,635 2,408

   貸倒引当金 △76 △58 △82

   流動資産合計 36,150 56.7 33,048 55.7 34,286 56.9

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産
※１ 
※３

  (1) 建物及び構築物 5,281 5,199 5,125

  (2) 機械装置及び 
     運搬具

3,316 3,316 3,293

  (3) 土地 11,368 11,500 11,392

  (4) その他 978 20,944 32.8 984 21,000 35.4 976 20,787 34.5

 ２ 無形固定資産 479 0.7 366 0.6 412 0.7

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券
※２
※３

4,041 2,495 2,530

  (2) その他 2,366 2,455 2,295

   貸倒引当金 △174 6,232 9.8 △73 4,878 8.3 △79 4,746 7.9

   固定資産合計 27,656 43.3 26,244 44.3 25,946 43.1

Ⅲ 繰延資産

   社債発行費 21 6 11

   繰延資産合計 21 0.0 6 0.0 11 0.0

   資産合計 63,828 100.0 59,299 100.0 60,244 100.0



 

前中間連結会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 19,000 19,838 20,284

 ２ 短期借入金 ※３ 10,806 7,373 7,096

 ３ １年内返済予定の 
   長期借入金

※３ 2,399 1,952 2,244

 ４ １年内償還予定の 
   社債

100 100 100

 ５ 未払法人税等 259 288 403

 ６ 賞与引当金 583 699 540

 ７ その他
※２
※４

2,723 2,581 2,342

   流動負債合計 35,873 56.2 32,834 55.4 33,011 54.8

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 2,650 2,550 2,600

 ２ 長期借入金 ※３ 4,430 3,131 3,290

 ３ 繰延税金負債 1,660 1,145 1,270

 ４ 再評価に係る 
   繰延税金負債

2,105 2,105 2,105

 ５ 退職給付引当金 3,175 3,105 3,206

 ６ 役員退職慰労引当金 － 300 －

 ７ 負ののれん － 602 －

 ８ その他 1,438 956 1,318

   固定負債合計 15,460 24.2 13,897 23.4 13,791 22.9

   負債合計 51,334 80.4 46,732 78.8 46,802 77.7

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 8,277 13.0 8,277 14.0 8,277 13.7

 ２ 資本剰余金 4,279 6.7 4,101 6.9 4,279 7.1

 ３ 利益剰余金 △2,908 △4.6 △2,780 △4.7 △1,786 △3.0

 ４ 自己株式 △26 △0.0 △34 △0.1 △30 △0.0

   株主資本合計 9,621 15.1 9,564 16.1 10,739 17.8

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

974 1.5 486 0.8 462 0.8

 ２ 繰延ヘッジ損益 △32 △0.0 △17 △0.0 △23 △0.0

 ３ 土地再評価差額金 2,079 3.3 2,079 3.5 2,079 3.4

 ４ 為替換算調整勘定 △162 △0.3 339 0.6 77 0.1

   評価・換算差額等 
   合計

2,858 4.5 2,887 4.9 2,595 4.3

Ⅲ 少数株主持分 13 0.0 115 0.2 106 0.2

   純資産合計 12,494 19.6 12,567 21.2 13,441 22.3

   負債純資産合計 63,828 100.0 59,299 100.0 60,244 100.0

 



② 【中間連結損益計算書】 

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 38,422 100.0 39,421 100.0 80,649 100.0

Ⅱ 売上原価 29,453 76.7 30,713 77.9 61,846 76.7

売上総利益 8,969 23.3 8,708 22.1 18,803 23.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 従業員給料・諸手当 4,384 4,312 7,910

 ２ 荷造運搬費 679 717 1,341

 ３ 賃借料 629 521 1,225

 ４ 減価償却費 182 148 478

 ５ 貸倒引当金繰入額 3 1 ─

 ６ 役員退職慰労引当金 
   繰入額

─ 39 ─

 ７ 賞与引当金繰入額 443 530 762

 ８ 退職給付費用 24 29 406

 ９ その他 2,953 9,300 24.2 2,672 8,972 22.8 6,267 18,393 22.8

   営業利益又は 
   営業損失（△）

△331 △0.9 △264 △0.7 409 0.5

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 11 13 27

 ２ 受取配当金 32 14 50

 ３ 仕入割引 4 3 7

 ４ 持分法による 
   投資利益

24 55 33

 ５ 受取技術報酬 10 6 43

 ６ 為替差益 ─ 32 22

 ７ その他 135 218 0.6 100 226 0.6 278 462 0.6

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 235 208 464

 ２ 手形売却損 25 32 52

 ３ 為替差損 31 ─ ─

 ４ その他 81 373 1.0 44 285 0.7 133 650 0.8

   経常利益又は 
   経常損失（△）

△486 △1.3 △323 △0.8 221 0.3

Ⅵ 特別利益

 １ 有形固定資産売却益 ※１ ─ 0 0

 ２ 投資有価証券売却益 795 0 1,804

 ３ 貸倒引当金戻入額 0 13 13

 ４ その他 ─ 795 2.1 3 17 0.0 8 1,826 2.3

Ⅶ 特別損失

 １ 有形固定資産売却損 ※２ 4 1 0

 ２ 有形固定資産除却損 ※３ 28 22 42

 ３ 減損損失 ※４ 71 64 206

 ４ 投資有価証券評価損 1 29 4

 ５ 役員退職慰労金 13  ― 24
 ６ 役員退職慰労引当金 

繰入額
─ 273 ─

 ７ 合併関係費用 27 ─ 31

 ８ 製品返品損失 ※５ 651 ─ 651

 ９ たな卸資産評価損 ─ ─ 141

 10  為替換算調整勘定 
取崩損

362 ─ 362

 12 厚生年金基金脱退損 ─ 162 ─

 13 その他の投資評価損 ─ 66 ─

 14 その他 8 1,170 3.0 16 635 1.6 25 1,492 1.9

   税金等調整前当期純 
   利益又は税金等調整 
   前中間純損失（△）

△861 △2.2 △941 △2.4 555 0.7

   法人税、住民税 
   及び事業税

229 252 563

   法人税等調整額 △6 223 0.6 △19 232 0.6 △54 508 0.6

   少数株主損失 8 △0.0 2 △0.0 0 △0.0

   当期純利益又は 
   中間純損失（△）

△1,076 △2.8 △1,171 △3.0 46 0.1



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

 
  

項目

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 8,277 2,921 △1,839 △529 8,829

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 1,283 1,283

 役員賞与 △5 △5

 中間純損失 △1,076 △1,076

 自己株式の取得 △9 △9

 自己株式の処分 212 512 724

 欠損填補 △137 137 ─

 土地再評価差額金取崩 △125 △125

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

1,357 △1,069 503 791

平成18年９月30日残高(百万円) 8,277 4,279 △2,908 △26 9,621

項目

評価・換算差額等
少数株主 
持分

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ 
損益

土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 1,762 ― 1,953 △449 3,266 50 12,147

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 1,283

役員賞与 △5

 中間純損失 △1,076

 自己株式の取得 △9

 自己株式の処分 724

 欠損填補 ─

 土地再評価差額金取崩 △125

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

△787 △32 125 286 △408 △36 △445

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△787 △32 125 286 △408 △36 346

平成18年９月30日残高(百万円) 974 △32 2,079 △162 2,858 13 12,494



当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

 
  

項目

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(百万円) 8,277 4,279 △1,786 △30 10,739

中間連結会計期間中の変動額

 中間純損失 △1,171 △1,171

 自己株式の取得 △3 △3

 自己株式の処分 0 0 0

 欠損填補 △177 177 ─

 連結子会社の減少に伴う減少高 △0 △0

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

─ △177 △994 △3 △1,175

平成19年９月30日残高(百万円) 8,277 4,101 △2,780 △34 9,564

項目

評価・換算差額等
少数株主 
持分

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ 
損益

土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 462 △23 2,079 77 2,595 106 13,441

中間連結会計期間中の変動額

 中間純損失 △1,171

 自己株式の取得 △3

 自己株式の処分 0

 欠損填補 ─

 連結子会社の減少に伴う減少高 △0

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額)

24 5 ─ 262 291 9 301

中間連結会計期間中の変動額合計 
(百万円)

24 5 ─ 262 291 9 △874

平成19年９月30日残高(百万円) 486 △17 2,079 339 2,887 115 12,567



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

項目

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 8,277 2,921 △1,839 △529 8,829

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 1,283 1,283

 役員賞与 △5 △5

 当期純利益 46 46

 自己株式の取得 △13 △13

 自己株式の処分 212 512 724

 欠損填補 △137 137 ─

 土地再評価差額金取崩 △125 △125

 株主資本以外の項目の連結会計 
 年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

1,357 53 498 1,909

平成19年３月31日残高(百万円) 8,277 4,279 △1,786 △30 10,739

項目

評価・換算差額等
少数株主 
持分

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ 
損益

土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 1,762 ― 1,953 △449 3,266 50 12,147

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 1,283

 役員賞与 △5

 当期純利益 46

 自己株式の取得 △13

 自己株式の処分 724

 欠損填補 ─

 土地再評価差額金取崩 △125

 株主資本以外の項目の連結会計 
 年度中の変動額(純額)

△1,300 △23 125 526 △671 55 △615

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

△1,300 △23 125 526 △671 55 1,294

平成19年３月31日残高(百万円) 462 △23 2,079 77 2,595 106 13,441



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー
 １  税金等調整前当期純利益 
   又は税金等調整前中間 
   純損失（△)

△861 △941 555

 ２ 減価償却費 540 583 1,189

 ３ 減損損失 71 64 206
 ４ 退職給付引当金の 
   増減額(△は減少)

37 △155 78

 ５ 貸倒引当金の 
   増減額(△は減少)

△26 0 △111

 ６ 受取利息及び受取配当金 △44 △28 △77

 ７ 支払利息 235 208 464

 ８ 為替差損益(△は益) 6 △12 △27
 ９ 投資有価証券 
   売却損益(△は益)

△795 △0 △1,804

 10 投資有価証券評価損 1 29 4
 11 有形固定資産 
   売却損益(△は益)

4 0 0

 12 有形固定資産除却損 28 22 42
 13 売上債権の 
   増減額(△は増加)   

2,337 2,913 816

 14 たな卸資産の 
   増減額(△は増加)

△1,318 256 △914

 15 仕入債務の 
   増減額(△は減少)

△2,054 △2,357 △1,041

 16 その他 △30 374 384

    小計 △1,865 957 △233

 17 利息及び配当金の受取額 92 27 125
 18 利息の支払額 △237 △215 △447
 19 法人税等の支払額 △266 △370 △490
   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

△2,276 399 △1,045

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー
 １ 定期預金の払出 ― 330 ―
 ２ 有形固定資産の 
   取得による支出

△350 △219 △484

 ３ 有形固定資産の 
   売却による収入

1 74 3

 ４ 有形固定資産の 
   売却による手付金収入

― 352 ―

 ５ 無形固定資産の 
   取得による支出

△16 △9 △28

 ６ 投資有価証券の 
   取得による支出

△18 △21 △107

 ７ 投資有価証券の 
   売却による収入

291 0 2,721

 ８ 出資金の取得による支出 △34 ― △35
 ９ 連結子会社株式の取得 
   による支出 

△48 ― △48

 10 連結子会社株式の取得 
   による収入

― 245 ―

 11 連結範囲変更子会社株式 
   取得による支出

△17 ― △57

 12 長期貸付による支出 △32 △22 △52

 13 長期貸付金回収による収入 32 43 64
 14 その他 42 △207 44
   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△152 566 2,020



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー
 １ 短期借入金の増減額 
   (△は減少)

699 232 △3,062

 ２ 長期借入による収入 600 630 600
 ３ 長期借入金の 
   返済による支出

△1,627 △1,377 △3,057

 ４ 社債発行による収入 295 ― 295

 ５ 社債の償還による支出 △350 △50 △400
 ６ 自己株式の 
   増減額(△は増加)

△7 △3 △11

 ７ ファイナンス・リース債務 
   の返済による支出

△54 △57 △110

 ８ 有価証券消費貸借契約によ 
   る担保金受入高の増減額 
   （△は減少）

△264 ― △1,034

 ９ 少数株主からの払込による 
   収入

10 ― 10

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△699 △626 △6,771

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額

△23 49 21

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  増減額(△は減少)

△3,150 389 △5,775

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高 7,365 2,292 7,365

Ⅶ 連結除外減少額 ― △0 ―

Ⅷ 合併による増加 702 ― 702

Ⅸ 現金及び現金同等物 
  中間期末(期末)残高

※１ 4,917 2,681 2,292



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社      24社

㈱川島織物インテリア、㈱川

島愛知川工場、㈱紅粉屋、㈱

アート川島、㈱川島文化事業

団、㈱カーテンガーデン、㈱

川島セルコンソーイング、㈱

福岡川島セルコンソーイン

グ、KAWASHIMA TEXTILE  

MFG.PHILS.,INC.、川 島 織 物

( 上 海 ) 有 限 公 司、

KAWASHIMA TEXTILE USA,INC.

上海川島紡織品有限公司、㈱

じゅらく、聚楽(香港)有限公

司、㈱カワシマデザインコロ

セアム、㈱和ぎゃらりい、㈱

セルコンテクノス、㈱川島セ

ルコン物流、㈱関東ソーイン

グ、㈱ラ・ヴィータ、㈱東京

ラ・ヴィータ、㈱フォルムア

ソシエイツ、㈱エス・ビー・

エス、華美晟坤（上海）貿易

有限公司

 平成18年５月23日付けで㈱

和ぎゃらりいは増資引受によ

り子会社となったため、持分

法適用関連会社から除外し、

連結の範囲に含めておりま

す。

 平成18年４月１日付けで㈱

セルコンとの合併に伴い、被

合併会社㈱セルコンの子会社

であった㈱セルコンテクノ

ス、㈱川島セルコン物流、㈱

関東ソーイング、㈱ラ・ヴィ

ータ、㈱東京ラ・ヴィータ、

㈱フォルムアソシエイツ、㈱

エス・ビー・エス、華美晟坤

(上海)貿易有限公司をそれぞ

れ連結の範囲に含めておりま

す。

 平成18年４月１日付けで㈱

川島織物販売は当社と合併し

たことにより消滅したため、

連結の範囲から除外しており

ます。

(1) 連結子会社      23社

㈱セルコンテクノス、㈱川島

織物インテリア、㈱紅粉屋、

㈱川島愛知川工場、㈱川島セ

ルコンソーイング、㈱アート

川島、㈱じゅらく、㈱和ぎゃ

らりい、㈱川島セルコン物

流、㈱ラ・ヴィータ、㈱川島

文化事業団、㈱福岡川島セル

コンソーイング、㈱カーテン

ガーデン、㈱フォルムアソシ

エイツ、KAWASHIMA TEXTILE 

USA, INC.、川 島 織 物（上

海）有限公司、聚楽(香港)有

限公司、上海川島紡織品有限

公司、華美晟坤（上海）貿易

有 限 公 司、KAWASHIMA-FUCHI

(THAILAND）CO.,LTD.、

KAWASHIMA TEXTILE MFG. 

PHILS.,INC.、㈱ セ イ ワ、昆

山圣和汽車装飾有限公司 

 ㈱セイワおよび同社の子会

社である昆山圣和汽車装飾有

限公司は平成19年７月３日の

株式取得に伴い、当中間連結

会計期間より連結子会社とな

りました。なお、みなし取得

日を当中間連結会計期間末と

しているため、当中間連結会

計期間は中間貸借対照表のみ

を連結しております。 

 連結子会社であった㈱カワ

シマデザインコロセアムは、

重要性の観点から当中間連結

会計期間より連結の範囲から

除外しております。

(1) 連結子会社      22社

 連結子会社名は、「第１

企業の概況」の４ 関係会社

の状況に記載しているため省

略しました。

 平成18年５月23日付けで㈱

和ぎゃらりいは増資引受によ

り子会社となったため、持分

法適用関連会社から除外し、

連結の範囲に含めておりま

す。

 平成18年４月１日付けで㈱

セルコンとの合併に伴い、被

合併会社㈱セルコンの子会社

であった㈱セルコンテクノ

ス、㈱川島セルコン物流、㈱

関東ソーイング、㈱ラ・ヴィ

ータ、㈱東京ラ・ヴィータ、

㈱フォルムアソシエイツ、㈱

エス・ビー・エス、華美晟坤

(上海)貿易有限公司をそれぞ

れ連結の範囲に含めておりま

す。

 なお、平成18年12月１日付

けで㈱関東ソーイングは㈱川

島セルコンソーイングに、㈱

エス・ビー・エスは㈱紅粉屋

に、㈱東京ラ・ヴィータは㈱

ラ・ヴィータにそれぞれ吸収

合併されております。

 従来、持分法適用会社であ

った、FUCHI-KAWASHIMA 

(THAILAND)CO.,LTD.平成18年

11月22日株式譲受により連結

子 会 社 と な り、社 名 を

KAWASHIMA- FUCHI(THAILAND)

CO.,LTD.に変更しておりま

す。なお、みなし取得日を当

連結会計年度末としておりま

す。

 平成18年４月１日付けで特

定子会社である㈱川島織物販

売は当社と合併したことによ

り消滅したため、連結の範囲

から除外しております。



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(2) 主要な非連結子会社

  ㈱福岡カーペットセンター 

 

 

  連結の範囲から除いた理由

   非連結子会社3社は、いず

れも小規模会社であり合計の

総資産、売上高、中間純損益

及び利益剰余金(持分に見合

う額)等はいずれも中間連結

財務諸表に重要な影響を及ぼ

していないためであります。

(2) 主要な非連結子会社 

  ㈱福岡カーペットセンター 

  ㈱カワシマデザインコロセ  

  アム

  連結の範囲から除いた理由

同左

(2) 主要な非連結子会社

  ㈱福岡カーペットセンター 

 

 

  連結の範囲から除いた理由

   非連結子会社3社は、いず

れも小規模会社であり合計の

総資産、売上高、当期純損益

及び利益剰余金(持分に見合

う額)等はいずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼして

いないためであります。

２ 持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法適用の関連会社

8社

福基織造股份有限公司、上海

申達川島織物有限公司、帝京

レース㈱、LAGUNA KTM LAND, 

 INC.、FUCHI-KAWASHIMA

 (THAILAND) CO.，LTD.、 

上海申達川島染整有限公司、

寧波維科川島晟坤紡織品有限

公司、青島保利綉品有限公司

なお、平成18年５月23日付

けで㈱和ぎゃらりいは増資引

受により連結子会社となった

ため持分法適用関連会社から

除外し、又、平成18年４月１

日付けで㈱セルコンとの合併

に伴い、被合併会社㈱セルコ

ンの関連会社であった青島保

利綉品有限公司を持分法適用

関連会社に含めております。

(1) 持分法適用の関連会社

8社

帝京レース㈱、福基織造股份

有限公司、上海申達川島織物

有限公司、上海申達川島染整

有限公司、寧波維科川島晟坤

紡織品有限公司、青島保利綉

品有限公司、

PT.KAWASHIMA AUTOTEX、

LAGUNA KTM LAND,INC. 

 

(1) 持分法適用の関連会社

8社

福基織造股份有限公司、上海

申達川島織物有限公司、帝京

レース㈱、LAGUNA KTM LAND, 

 INC.、上海申達川島染整

有限公司、寧波維科川島晟坤

紡織品有限公司、青島保利綉

品有限公司、PT.ATEJA 

KAWASHIMA AUTOTEX 

なお、平成18年５月23日付

けで㈱和ぎゃらりいは増資引

受により連結子会社となった

ため持分法適用関連会社から

除外、平成18年11月22日付け

でFUCHI- KAWASHIMA  

(THAILAND)CO.,LTD.は株式譲

受により連結子会社となった

ため持分法適用関連会社から

除外し、また、平成18年４月

１日付けで㈱セルコンとの合

併に伴い、被合併会社㈱セル

コンの関連会社であった青島

保利綉品有限公司を持分法適

用関連会社に含めており、更

に、平成18年12月27日付けで

合弁により設立したPT.ATEJA 

KAWASHIMA AUTOTEX を持分法

適用関連会社に含めておりま

す。

(2) 持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社のうち主要

な会社等の名称

  ㈱福岡カーペットセンター 

 

 

  持分法を適用しない理由

   持分法を適用していない非

連結子会社及び関連会社は、

それぞれ中間純損益及び利益

剰余金(持分に見合う額)等が

軽微であり、かつ全体として

も重要性がないため持分法の

適用範囲から除外しておりま

す。

(2) 持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社のうち主要

な会社等の名称 

㈱福岡カーペットセンター 

㈱カワシマデザインコロセ 

アム

持分法を適用しない理由

同左

(2) 持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社のうち主要

な会社等の名称

  ㈱福岡カーペットセンター 

 

 

  持分法を適用しない理由

   持分法を適用していない非

連結子会社及び関連会社は、

それぞれ当期純損益及び利益

剰余金等に及ぼす影響が軽微

であり、かつ全体としても重

要性がないため持分法の適用

範囲から除外しております。



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

３ 連結子会社の中間決算日

(決算日)等に関する事項

 連 結 子 会 社 の う ち

KAWASHIMA TEXTILE MFG. PHILS., 

INC.、㈱川島文化事業団、㈱カー

テンガーデン、㈱川島セルコンソ

ーイング、㈱アート川島、㈱紅粉

屋、㈱福岡川島セルコンソーイン

グ、川島織物(上海)有限公司、

KAWASHIMA TEXTILE USA,INC.、上

海川島紡織品有限公司、㈱じゅら

く、聚楽(香港)有限公司、㈱カワ

シマデザインコロセアム、㈱川島

セルコン物流、㈱関東ソーイン

グ、㈱ラ・ヴィータ、㈱東京ラ・

ヴィータ、㈱フォルムアソシェイ

ツ、㈱エス・ビー・エス、華美晟

坤（上海）貿易有限公司の中間決

算日は、６月30日であり、㈱和ぎ

ゃらりいの中間決算日は８月31日

であります。

 連結子会社のうち、㈱紅粉屋、

㈱川島セルコンソーイング、㈱ア

ート川島、㈱じゅらく、㈱和ぎゃ

らりい、㈱川島セルコン物流、

KAWASHIMA TEXTILE USA,INC．、

川島織物（上海）有限公司、聚楽

（香港）有限公司、上海川島紡織

品有限公司、華美晟坤（上海）有

限公司、昆山圣和汽車装飾有限公

司他7社の中間決算日は６月30日

であります。

 連 結 子 会 社 の う ち

KAWASHIMA TEXTILE MFG. PHILS.,  

INC.、㈱川島文化事業団、㈱カー

テンガーデン、㈱川島セルコンソ

ーイング、㈱アート川島、㈱紅粉

屋、㈱福岡川島セルコンソーイン

グ、川島織物(上海)有限公司、

KAWASHIMA TEXTILE USA,INC.、上

海川島紡織品有限公司、㈱じゅら

く、聚楽(香港)有限公司、㈱カワ

シマデザインコロセアム、㈱川島

セルコン物流、㈱ラ・ヴィータ、

㈱フォルムアソシエイツ、華美晟

坤（上海）貿易有限公司、㈱和ぎ 

ぎ ゃ ら り い、KAWASHIMA-FUCHI

（THAILAND）CO.,LTD.の 決 算 日

は、12月31日であります。 

 なお、㈱和ぎゃらりいは、当連

結会計年度では３月１日から12月

31日までの10ヶ月間になっており

ます。

 中間連結財務諸表の作成に当た

っては、同決算日現在の中間財務

諸表を使用しております。ただ

し、各社の中間決算日から中間連

結決算日９月30日までの期間に発

生した重要な取引については、連

結上必要な調整を行っておりま

す。

 中間連結財務諸表の作成に当た

っては、昆山圣和汽車装飾有限公

司については８月31日現在で実施

した仮決算に基づく中間財務諸表

を使用しております。他の18社に

ついては、同中間決算日現在の中

間財務諸表を使用しております。 

 ただし、上記の仮決算日、又は

各社の中間決算日から中間連結決

算日までの期間に発生した重要な

取引については、連結上必要な調

整を行っております。 

 又、㈱セイワの中間決算日は３

月31日であります。中間連結財務

諸表の作成に当たり、中間連結決

算日現在で実施した仮決算に基づ

く中間財務諸表を使用しておりま

す。

 連結財務諸表の作成に当たって

は、同決算日現在の財務諸表を使

用しております。ただし、１月１

日から連結決算日３月31日までの

期間に発生した重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行って

おります。



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

４ 会計処理基準に関する事

項

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

 (イ)有価証券

    その他有価証券

     時価のあるもの

      中間決算末日の市場

価格等に基づく時価

法

      (評価差額は全部純

資産直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法)

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

 (イ)有価証券

    その他有価証券

     時価のあるもの

      中間連結会計期間末

日の市場価格等に基

づく時価法

      (評価差額は全部純

資産直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法)

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

 (イ)有価証券

    その他有価証券

     時価のあるもの

      連結決算日の市場価

格等に基づく時価法

      (評価差額は全部純

資産直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法)

     時価のないもの

      移動平均法による原

価法

     時価のないもの

同左

     時価のないもの

同左

       （ロ）デリバティブ 

     時価法

 (ロ)デリバティブ

       同左

 (ロ)たな卸資産

  ① 製品・商品、原材料及び

仕掛品は主として総平均

法による原価法

 (ハ)たな卸資産

  ①   同左

 (ハ)たな卸資産

  ①   同左

  ② 貯蔵品は 終取得原価法

による原価法

  ②   同左   ②   同左



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

 (イ)有形固定資産

当社及び国内連結子会社に

ついては、法人税法の規定

と同一の基準による定率法

    ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物(附

属設備を除く)について

は、法人税法の規定と同一

の基準による定額法

    在外連結子会社について

は、主として定額法

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

 (イ)有形固定資産

当社及び国内連結子会社に

ついては、法人税法の規定

と同一の基準による定率法

 ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物(附

属設備を除く)について

は、法人税法の規定と同一

の基準による定額法

 在外連結子会社について

は、主として定額法

 なお、主な耐用年数は次

のとおりであります。 

建物    15～50年 

機械・装置  2～15年

（会計方針の変更）

    当中間連結会計期間よ

り、法人税法の改正（（所

得税法等の一部を改正する

法律 平成19年３月30日

法律第６号）及び(法人税

法施行令の一部を改正する

政令 平成19年３月30日

政令第83号))に伴い平成19

年４月１日以降に取得した

ものについては、改正後の

法人税法に基づく減価償却

の方法に変更しておりま

す。

    これに伴い、前中間連結

会計期間と同一の方法によ

った場合と比べ、売上総利

益が２百万円減少し、営業

損失、経常損失、税金等調

整前中間純損失および中間

純損失がそれぞれ3百万円

増加しております。 

 なお、セグメント情報に

与える影響については、当

該箇所に記載しておりま

す。

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

 (イ)有形固定資産

当社及び国内連結子会社に

ついては定率法

    ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く）につい

ては定額法

    在外連結子会社について

は、主として定額法



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（追加情報）

     当中間連結会計期間か

ら、平成19年３月31日以前

に取得したものについては

償却可能限度額まで償却が

終了した翌年から5年間で

均等償却する方法によって

おります。

当該変更に伴う損益に与え

る影響は、売上総利益が17

百万円減少し、営業損失が

25百万円増加し、経常損

失、税金等調整前中間純損

失および中間純損失がそれ

ぞれ29百万円増加しており

ます。 

 なお、セグメント情報に

与える影響については、当

該箇所に記載しております

(ロ)無形固定資産

   定額法

    ただし、自社利用のソフ

トウェアについては、社内

における見込利用可能期間

(５年)に基づく定額法

(ロ)無形固定資産

  定額法 

 なお、自社利用のソフトウ

エアについては、社内におけ

る見込利用可能期間（５年）

に基づく定額法

(ロ)無形固定資産

   定額法

      同左

―――  (ハ)長期前払費用 

   定額法

 (ハ)長期前払費用 

      同左

(3) 重要な引当金の計上基準

 (イ)貸倒引当金

    債権の貸倒れに備えるた

め、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上

しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

 (イ)貸倒引当金

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

 (イ)貸倒引当金

同左

 (ロ)賞与引当金

    従業員賞与の支給に充て

るため、支給見込額に基づ

き計上しております。

 (ロ)賞与引当金

同左

 (ロ)賞与引当金

同左



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 (ハ)退職給付引当金

    従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き、当中間連結会計期間末

において発生していると認

められる額を計上しており

ます。

    なお、数理計算上の差異

は、各連結会計年度の発生

時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(7～

10年)における按分額を、

それぞれ発生年度の翌連結

会計年度から費用処理する

こととしており、過去勤務

債務の額は、各連結会計年

度の発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の

年数(10年)における按分額

を、それぞれ発生年度から

費用処理することとしてお

ります。

   ―――

 (ハ)退職給付引当金

    従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き、当中間連結会計期間末

において発生していると認

められる額を計上しており

ます。 

    なお、数理計算上の差異

は、各連結会計年度の発生

時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（7

～9年）における按分額

を、それぞれ発生年度の翌

連結会計年度から費用処理

することとしており、過去

勤務債務の額は、各連結会

計年度の発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一

定の年数（9年）における

按分額を、それぞれ発生年

度から費用処理することと

しております。

    当社は、平成19年７月１

日付けで従業員の退職金制

度の改定を行い、将来分を

確定給付型の制度から確定

拠出年金制度へ移行してお

ります。それにより過去勤

務債務（債務の減額）が

2,656百万円が発生してお

ります。

（ニ)役員退職慰労引当金

    役員の退職慰労金の支出

に備えるため、役員退職慰

労金規定に基づく中間連結

会計期間末要支給額を計上

しております。

 (ハ)退職給付引当金

    従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき

計上しております。

    なお、数理計算上の差異

は、各連結会計年度の発生

時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(7～

10年)における按分額を、

それぞれ発生年度の翌連結

会計年度から費用処理する

こととしており、過去勤務

債務の額は各連結会計年度

の発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年

数(10年)における按分額

を、それぞれ発生年度から

費用処理することとしてお

ります。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ―――



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（会計方針の変更）

   役員退職慰労金は、従

来、支出時の費用として処

理しておりましたが、当中

間連結会計期間より「租税

特別措置法上の準備金及び

特別法上の引当金又は準備

金並びに役員退職慰労引当

金等に関する監査上の取扱

い」の改正（日本公認会計

士協会 平成19年４月13日

監査・保証実務委員会報告

第42号）が公表されたこと

を契機に、期間損益の適正

化及び財務内容の健全化を

図るために役員退職慰労金

規定に基づく中間連結会計

期間末要支給額を役員退職

慰労引当金として計上する

方法に変更しております。

この結果、従来の方法と比

べ、当中間連結会計期間の

営業損失および経常損失は

39百万円増加しており、特

別損失が260百万円（当中

間連結会計期間目的取崩額

を控除）増加し、税金等調

整前中間純損失および中間

純損失は300百万円増加し

ております。

    なお、セグメント情報

に与える影響については、

当該箇所に記載しておりま

す。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

   外貨建金銭債権債務は、中

間決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しておりま

す。 

 なお、在外子会社等の資産

及び負債並びに収益及び費用

は、中間決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算

差額は純資産の部における為

替換算調整勘定及び少数株主

持分に含めております。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

   外貨建金銭債権債務は、中

間連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しており

ます。 

 なお、在外子会社等の資産

及び負債並びに収益及び費用

は、中間連結決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、

換算差額は純資産の部におけ

る為替換算調整勘定及び少数

株主持分に含めております。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

   外貨建金銭債権債務は、決

算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。 

 なお、在外子会社等の資産

及び負債並びに収益及び費用

は、決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額

は純資産の部における為替換

算調整勘定及び少数株主持分

に含めております。

(5) 重要なリース取引の処理方法

   リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

(5) 重要なリース取引の処理方法

同左

(5) 重要なリース取引の処理方法

同左



項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(6) 重要なヘッジ会計の方法

 (イ)ヘッジ会計の方法

    繰延ヘッジ処理によって

おります。 

 なお、金利スワップ取引

及び金利キャップ取引のう

ち、特例処理の要件を満た

すものについては、特例処

理によっております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

 (イ)ヘッジ会計の方法

同左

(6) 重要なヘッジ会計の方法

 (イ)ヘッジ会計の方法

同左

 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

   ヘッジ手段

   ……金利スワップ取引及び

金利キャップ取引を行

っております。

 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段 

   …… 同左

 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段 

   …… 同左

   ヘッジ対象

   ……金利等の変動により、

将来キャッシュ・フロ

ーが変動するリスクの

ある負債を対象として

おります。

   ヘッジ対象 

   …… 同左

   ヘッジ対象 

   …… 同左

 (ハ)ヘッジ方針

    主として、金利変動を回

避するために、デリバティ

ブ取引を利用しておりま

す。 

 なお、投機目的によるデ

リバティブ取引は、行わな

い方針であります。

 (ハ)ヘッジ方針

同左

 (ハ)ヘッジ方針

同左

 (ニ)ヘッジ有効性評価の方法

    ヘッジ手段及びヘッジ対

象について、毎決算期末

(中間期末を含む)に個別取

引毎のヘッジ効果を検証し

ておりますが、ヘッジ対象

の負債とデリバティブ取引

について、元本・利率・期

間等の条件が同一の場合

は、ヘッジ効果が極めて高

いことから本検証を省略し

ております。

 (ニ)ヘッジ有効性評価の方法

同左

 (ニ)ヘッジ有効性評価の方法

同左



  

 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(7) 重要な繰延資産の処理方法

       社債発行費は、社債の償

還までの期間にわたり定額

法により償却しておりま

す。

      なお、前連結会計年度以

前に発行した社債に係る社

債発行費は、旧商法施行規

則に規定する 長期間（3

年）で均等償却しておりま

す。

(会計方針の変更)

       当中間連結会計期間から

「繰延資産の会計処理に関

する当面の取扱い」（企業

会計基準委員会 平成18年

８月11日 実務対応報告第

19号）を適用しておりま

す。これによる経常損失、

税金等調整前中間純損失に

及ぼす影響は軽微でありま

す。

(7) 重要な繰延資産の処理方法

 社債発行費は、社債の償

還までの期間にわたり定額

法により償却しておりま

す。

 ただし、平成18年３月31

日以前に発行した社債に係

る社債発行費は、旧商法施

行規則に規定する 長期間

(3年)で均等償却しておりま

す。

―――

(7) 繰延資産の処理方法

 社債発行費は、社債の償

還までの期間にわたり定額

法により償却しておりま

す。

 ただし、平成18年３月31

日以前に発行した社債に係

る社債発行費は、旧商法施

行規則に規定する 長期間

(3年)で均等償却しておりま

す。

(会計方針の変更)

当連結会計年度から「繰延

資産の会計処理に関する当面

の取扱い」(企業会計基準委員

会 平成18年８月11日 実務

対応報告第19号)を適用してお

ります。これによる経常損

失、税金等調整前当期純利益

に及ぼす影響は軽微でありま

す。

(8) 消費税及び地方消費税の会計

処理

    税抜方式によっておりま 

   す。

(8) 消費税及び地方消費税の会計

処理

同左

(8) 消費税及び地方消費税の会計

処理

同左

５ 中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書(連結キャッ

シュ・フロー計算書)に

おける資金の範囲

 手許現金、要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日の到来

する流動性の高い、容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない短

期的な投資からなっております。

同左 同左



会計処理の変更 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等）

 当中間連結会計期間から「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号)を適用しております。

 これによる損益に与える影響はあ

りません。従来の「資本の部」の合

計に相当する金額は12,512百万円で

あります。

 前中間連結会計期間において「資

産の部」に計上しておりました「繰

延ヘッジ損失」は当中間連結会計期

間から「評価・換算差額等」の内訳

科目の「繰延ヘッジ損益」として表

示しております。 

 なお、前中間連結会計期間の繰延

ヘッジ損失について、当中間連結会

計期間と同様の方法によった場合の

金額は11,560百万円であります。

 中間連結会計期間における中間連

結財務諸表は、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しておりま

す。

――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等）

 当連結会計年度から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」

(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号)を適用しております。従来の

「資本の部」の合計に相当する金額

は13,358百万円であります。

 前連結会計年度において「資産の

部」に計上しておりました「繰延ヘ

ッジ損失」は当連結会計年度から税

効果調整後の金額を「評価・換算差

額等」の内訳科目の「繰延ヘッジ損

益」として表示しております。

 なお、前連結会計年度の繰延ヘッ

ジ損失について、当連結会計年度と

同様の方法によった場合の金額は

12,127百万円であります。

 連結財務諸表規則の改正により、

当連結会計年度における連結財務諸

表は改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。

（企業結合に係る会計基準等） 

 当中間連結会計期間から「企業結

合に係る会計基準」（企業会計審議

会 平成15年10月31日）及び「事業

分離等に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年12月27日

企業会計基準第７号）並びに「企業

結合会計基準及び事業分離等会計基

準に関する適用指針」（企業会計基

準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準適用指針第10号）を適用し

ております。

――― （企業結合に係る会計基準等） 

 当連結会計年度から「企業結合に

係る会計基準」（企業会計審議会

平成15年10月31日）及び「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準第７号）並びに「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」（企業会計基準委

員会 終改正平成18年12月22日

企業会計基準適用指針第10号）を適

用しております。



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  
前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

17,013百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

18,340百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

17,650百万円

※２ 投資有価証券には消費貸借

契約により貸し付けている

有価証券987百万円が含ま

れております。

    なお、当該取引による預

り金は流動負債の「その

他」に含まれており、その

金額は770百万円でありま

す。

※２    ―――

 

※２    ―――

 

※３ 担保に供している資産

(1) 担保に供している資産は次

のとおりであります。

建物及び 
構築物

1,369百万円※

機械装置 
及び 
運搬具

46 ※

土地 6,363 ※

投資 
有価証券

1,479

計 9,259

    ※印は建物及び構築物925

百万円、土地1,408百万円

を除き、工場財団を組成し

ております。

 

※３ 担保に供している資産

(1) 担保に供している資産は次

のとおりであります。

建物及び
構築物

1,275百万円※1

機械装置
及び 
運搬具

39 ※1

土地 6,363 ※1

投資
有価証券

1,161 ※2

計 8,839

      ※1は建物及び構築物871百

万円、土地1,408百万円を

除き、工場財団を組成して

おります。

       ※2の投資有価証券は消費

貸借契約に基づくものであ

ります。

 

※３ 担保に供している資産

(1) 担保に供している資産は次

のとおりであります。

建物及び 
構築物

1,314百万円※1

機械装置 
及び 
運搬具

44 ※1

土地 6,363 ※1

投資
有価証券

1,264 ※2

計 8,986

    ※1は建物及び構築物890百

万円、土地1,408百万円を

除き、工場財団を組成して

おります。

    ※2の投資有価証券は消費

貸借契約に基づくものであ

ります。

(2) 上記に対応する債務は次の

とおりであります。

短期
借入金

6,415百万円

１年内返 
済予定の 
長期 
借入金

  1,432

長期 
借入金

  4,031

割引手形  1,059

  計   12,938

(2) 上記に対応する債務は次の

とおりであります。

短期
借入金

3,760百万円

１年内返
済予定の
長期 
借入金

   1,441

長期 
借入金

   2,744

割引手形      176

  計   8,122

(2) 上記に対応する債務は次の

とおりであります。

短期
借入金

 4,003百万円

１年内返
済予定の
長期 
借入金

 1,375

長期
借入金

 2,900

割引手形   274

  計   8,553

※４ 消費税等の取扱い

 仮受消費税等は仮払消費税

等と相殺のうえ、未払額を流

動負債の「その他」に含めて

表示しております。

※４ 消費税等の取扱い

同左

※４     ―――

５ 受取手形の債権流動化による

譲渡高は3,648百万円であり

ます。

５ 受取手形の債権流動化による

譲渡高は3,922百万円であり

ます。

５ 受取手形の債権流動化による

譲渡高は4,644百万円であり

ます。



前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(平成19年３月31日)

 ６ 偶発債務

    下記の会社の借入金及びそ

の他の債務に対し保証をして

おります。

上海申達 
川島織物 
有限公司

235百万円

上海申達 
川島染整 
有限公司

11

計 247

 

 ６ 偶発債務

    下記の会社の借入金及びそ

の他の債務に対し保証をして

おります。

上海申達
川島織物 
有限公司

210百万円

 ６ 偶発債務

    下記の会社の借入金及びそ

の他の債務に対し保証をして

おります。

上海申達
川島織物 
有限公司

226百万円

上海申達
川島染整 
有限公司

11

計 238

 なお、上記のうちに含まれ

る外貨建保証債務額は次のと

おりであります。

上海申達 
川島織物 
有限公司

R.M.B10,180千
 百万円

155

上海申達 
川島染整 
有限公司

R.M.B  750千 11

計 166

 

 なお、上記のうちに含まれ

る外貨建保証債務額は次のと

おりであります。

R.M.B 9,460千 145百万円

 なお、上記のうちに含まれ

る外貨建保証債務額は次のと

おりであります。

上海申達
川島織物 
有限公司

R.M.B 9,820千
 百万円

153

上海申達
川島染整 
有限公司

R.M.B  750千 11

計 165

 

 ７ 受取手形 
   割引高

1,125百万円

※８ 中間連結会計期間末日満期手

形

    中間連結会計期間末日満期

手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理

しております。

    なお、当中間連結会計期間

末日が金融機関の休日であっ

たため、次の中間連結会計期

間末日満期手形が、中間連結

会計期間末残高に含まれてお

ります。

    受取手形  110百万円

 

 ７ 受取手形
   割引高

232百万円

※８ 中間連結会計期間末日満期手

形

    中間連結会計期間末日満期

手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理

しております。

    なお、当中間連結会計期間

末日が金融機関の休日であっ

たため、次の中間連結会計期

間末日満期手形が、中間連結

会計期間末残高に含まれてお

ります。

    受取手形    65百万円

 

７ 受取手形
   割引高

335百万円

※８ 連結会計年度末日満期手形

    連結会計年度末日満期手形

の会計処理については、手形

交換日をもって決済処理して

おります。 

 なお、当連結会計年度末日

が金融機関の休日であったた

め、次の連結会計年度末日満

期手形が連結会計年度末残高

に含まれております。

    受取手形   47百万円

      ―――  ９ コミットメントライン契約

    当社は、運転資金の機動的

かつ安定的な調達に向け、取

引銀行4行とコミットメント

ライン契約を締結しておりま

す。この契約に基づく当中間

連結会計期間末における借入

未実行残高は次のとおりであ

ります。

 ９ コミットメントライン契約

    当社は、当連結会計年度に

運転資金の機動的かつ安定的

な調達に向け、取引銀行4行

とコミットメントライン契約

を締結しております。この契

約に基づく当連結会計年度末

における借入未実行残高は次

のとおりであります。

 

コミットメント

の総額  
3,000百万円

借入実行残高 ―

計 3,000
 

コミットメント

の総額  
3,000百万円

借入実行残高  ―

計  3,000

    なお、この契約には以下の

財務制限条項がついており、

これに抵触した場合、借入先

の要求に基づき該当する借入

金を一括返済することがあり

ます。

    なお、この契約には以下の

財務制限条項がついており、

これに抵触した場合、借入先

の要求に基づき該当する借入

金を一括返済することがあり

ます。



次へ 

  

 
  

前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度 
(平成19年３月31日)

（１）平成19年３月決算期末の報告

書等における連結貸借対照表

に記載される純資産の部の合

計金額を105億円以上に維持

すること。

（１）平成19年３月決算期末の報告

書等における連結貸借対照表

に記載される純資産の部の合

計金額を105億円以上に維持

すること。

（２）平成20年４月以降の各年度決

算期の報告書等における連結

貸借対照表に記載される純資

産の部の合計金額を105億円

又は直近の年度決算期の報告

書等における連結貸借対照表

に記載される純資産の部の合

計金額の75％以上のいずれか

大きい方の金額以上に維持す

ること。

（２）平成20年４月以降の各年度決

算期の報告書等における連結

貸借対照表に記載される純資

産の部の合計金額を105億円

又は直近の年度決算期の報告

書等における連結貸借対照表

に記載される純資産の部の合

計金額の75％以上のいずれか

大きい方の金額以上に維持す

ること。

（３）各年度決算期の報告書等にお

ける連結損益計算書に記載さ

れる経常損益を損失としない

こと。

（３）各年度決算期の報告書等にお

ける連結損益計算書に記載さ

れる経常損益を損失としない

こと。。

（４）各年度決算期の報告書等 に

おける連結損益計算書に記載

される当期損益を損失としな

いこと。

（４）各年度決算期の報告書等 に

おける連結損益計算書に記載

される当期損益を損失としな

いこと。

（５）各年度決算期の報告書等にお

ける連結貸借対照表に記載さ

れる「有利子負債」の合計金

額を、該当報告書等から算出

される「平均月商」の6倍以

内に維持すること。

（５）各年度決算期の報告書等にお

ける連結貸借対照表に記載さ

れる「有利子負債」の合計金

額を、該当報告書等から算出

される「平均月商」の6倍以

内に維持すること。



(中間連結損益計算書関係) 

  
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１      ――― ※１ 有形固定資産売却益の内訳

は、次のとおりであります。

建物及び
構築物

0百万円

機械装置
及び 
運搬具

 0

その他  0

計  0

 

※１ 有形固定資産売却益の内訳

は、次のとおりであります。

機械装置
及び 
運搬具

0百万円

その他 0

計 0

※２ 有形固定資産売却損は、機械

装置及び運搬具であります。

※２ 有形固定資産売却損の内訳

は、次のとおりであります。

機械装置
及び 
運搬具

0百万円

その他 0

計 1

※２ 有形固定資産売却損の内訳

は、次のとおりであります。

機械装置
及び 
運搬具

0百万円

その他 0

計 0

※３ 有形固定資産除却損の内訳

は、次のとおりであります。

建物及び 
構築物

23百万円

機械装置 
及び 
運搬具

0

その他 5

計 28

※３ 有形固定資産除却損の内訳

は、次のとおりであります。

建物及び
構築物

10百万円

機械装置
及び 
運搬具

3

その他 9

計 22

※３ 有形固定資産除却損の内訳

は、次のとおりであります。

建物及び
構築物

27百万円

機械装置
及び 
運搬具

6

その他 7

計 42



  

 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※４ 減損損失

 当社及び連結子会社は、以下の

資産グループについて減損損失を

計上しました。

用途 種類 場所
金額 

(百万円)

営業所
土地・建物

等
宮城県
仙台市

71

 

 

 

 

 

 

（経緯）

上記の土地、建物等は、営業所と

して使用しておりますが、継続して

営業損失が発生しており、減損損失

を認識いたしました。 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

※４ 減損損失

 当社及び連結子会社は、以下の

資産グループについて減損損失を

計上しました。

用途 種類 場所
金額

(百万円)

支店・営
業所

建物・工具
器具備品等

札幌市
他

8

売却予定
資産

機械装置等
フィリ
ピンラ
グナ州

39

― のれん
フィリ
ピンラ
グナ州

16

合計 64

（経緯）

インテリア事業部札幌支店及びさ

いたま営業所他３営業所は、継続し

て営業損失が発生しており、当該支

店及び営業所において使用している

建物・工具器具備品等について回収

可能価額まで減額し、減損損失を認

識いたしました。

KAWASHIMA TEXTILE MFG.PHILS., 

 INC.の生産中止に伴い、機械装置

等は回収可能価額にまで、のれんは

全額減損し、減損損失を認識いたし

ました。 

（減損損失の金額及び主な固定資産

の種類ごとの当該金額の内訳） 

 減損損失の内訳は建物及び構築物

6百万円、機械装置38百万円、工具

器具備品3百万円、のれん16百万円

であります。

 

※４ 減損損失

 当連結会計年度において、当社

及び連結子会社は以下の資産グル

ープについて減損損失を計上しま

した。

用途 種類 場所
金額 

(百万円)

売却予定
資産

土地・建物
宮城県
仙台市

85

〃
建物、機械
装置等

フィリ
ピンラ
グナ州

120

合計 206

 

（経緯）

宮城県仙台市の売却予定資産とし

た固定資産は地価等がさらに下落し

ましたので、回収可能価額まで減額

し、減損損失を認識いたしました。

KAWASHIMA TEXTILE MFG.PHILS., 

 INC.の生産中止に伴い、建物、機

械装置等につき回収可能価額まで減

額し、減損損失を認識いたしまし

た。

（減損損失の金額及び主な固定資産

の種類ごとの当該金額の内訳）

減損損失の内訳は建物53百万円、

機械装置79百万円、工具器具備品0

百万円、土地72百万円であります。

（グルーピングの方法）

事業用資産は管理会計上の区分に

基づき、賃貸不動産及び遊休資産は

個別物件単位に、また本社等は共用

資産としてグルーピングしておりま

す。

（回収可能価額の算定方法等）

正味売却価額により測定してお

り、不動産の時価について、土地は

不動産鑑定士による不動産鑑定価

額、建物等は固定資産税評価額によ

っております。

※５ 製品返品損失 

 与信管理強化のため、一部取引条

件の変更に伴う一時的な返品による

損失であります。

（グルーピングの方法）

事業用資産は管理会計上の区分に

基づき、売却予定資産、賃貸不動産

及び遊休資産は個別物件単位に、ま

た本社等は共用資産としてグルーピ

ングしております。

（回収可能価額の算定方法等）

正味売却価額を売却予定価額に基

づいて算定しております。 

 他への転用、売却等の困難なもの

は備忘価格としております。 

 

―――

（グルーピングの方法）

     同左 

 

 

 

 

（回収可能価額の算定方法等）

正味売却価額を売却予定価額に基

づいて算定しております。 

 

 

 

※５ 製品返品損失 

 与信管理強化のため、一部取引条

件の変更に伴う一時的な返品による

損失であります。



  

(中間連結株主資本等変動計算書関係） 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 合併に伴う新株式発行による増加     7,504,034株 

  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加     38,220株 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

 自己株式の合併割当による減少     4,229,083株 

 単元未満株式の買増請求による減少     6,591株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加     21,199株 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買増請求による減少     1,830株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 86,399,188 7,504,034 ― 93,903,222

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 4,376,065 38,220 4,235,674 178,611

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 93,903,222 ― ― 93,903,222

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 200,277 21,199 1,830 219,646



次へ 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 合併に伴う新株式発行による増加      7,504,034株 

  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加        59,886株 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

 自己株式の合併割当による減少       4,229,083株 

 単元未満株式の買増請求による減少       6,591株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 86,399,188 7,504,034 ― 93,903,222

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 4,376,065 59,886 4,235,674 200,277

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表

に記載されている科目の金額

との関係

平成18年９月30日現在

現金及び預金勘定 5,247百万円

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金

△330

現金及び 
現金同等物

4,917

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表

に記載されている科目の金額

との関係

平成19年９月30日現在

現金及び預金勘定 2,681百万円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金

―

現金及び 
現金同等物

2,681

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に記載さ

れている科目の金額との関係

平成19年３月31日現在

現金及び預金勘定 2,622百万円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金

△330

現金及び
現金同等物

2,292



前へ   次へ 

(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

  （借主側）

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額

取得価額 
相当額 

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円)

中間期末 
残高 

相当額 
(百万円)

機械装置 
及び 
運搬具

390 260 129

有形固定
資産その
他

253 145 107

無形固定 
資産

748 244 504

投資その
他の資産
その他

515 214 300

合計 1,906 864 1,042

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

  （借主側）

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円)

中間期末 
残高 

相当額 
(百万円)

機械装置 
及び 
運搬具

53 15 37

有形固定
資産その
他

240 127 112

無形固定 
資産

939 387 551

投資その
他の資産
その他

437 198 239

合計 1,670 729 941

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

  （借主側）

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額

取得価額 
相当額 

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円)

期末残高 
相当額 

(百万円)

機械装置 
及び 
運搬具

308 196 112

有形固定
資産その
他

244 137 106

無形固定 
資産

743 301 441

投資その
他の資産
その他

484 271 212

合計 1,780 907 873

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年以内 492百万円

１年超 573

計 1,066

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年以内 365百万円

１年超 593

計 958

 (2) 未経過リース料期末残高相当

額

１年以内 431百万円

１年超 463

計 894

 (3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

支払リース料 257百万円

減価償却費 
相当額

237

支払利息 
相当額

15

 (3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

支払リース料 246百万円

減価償却費
相当額

229

支払利息
相当額

13

 (3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

支払リース料 539百万円

減価償却費
相当額

493

支払利息
相当額

30

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法に

よっております。

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

 (3) 減価償却費相当額の算定方法

同左

 (5) 利息相当額の算定方法

   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利

息相当額とし、各期への配分

方法については、利息法によ

っております。

 (5) 利息相当額の算定方法

同左

 (5) 利息相当額の算定方法

同左

２ オペレーティング・リース取引

  (借主側)

   未経過リース料

１年以内 247百万円

１年超 1,950

計 2,197

２ オペレーティング・リース取引

  (借主側)

   未経過リース料

１年以内 248百万円

１年超 1,885

計 2,133

２ オペレーティング・リース取引

  (借主側)

   未経過リース料

１年以内 224百万円

１年超 2,021

計 2,246



(有価証券関係) 

 前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

 １ 時価のある有価証券 

  

 
  

 ２ 時価評価されていない有価証券 

  

 
  

 当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

 １ 時価のある有価証券 

  

 
  

 ２ 時価評価されていない有価証券 

  

 
  

区分 取得原価(百万円)
中間連結貸借対照
表計上額(百万円)

差額(百万円)

その他有価証券

株式 1,507 3,167 1,660

計 1,507 3,167 1,660

内容
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

子会社株式及び関連会社株式 799

その他有価証券

非上場株式 73

計 873

区分 取得原価(百万円)
中間連結貸借対照
表計上額(百万円)

差額(百万円)

その他有価証券

株式 869 1,554 684

計 869 1,554 684

内容
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

子会社株式及び関連会社株式 871

その他有価証券

非上場株式 69

計 941



 前連結会計年度末(平成19年３月31日) 

 １ 時価のある有価証券 

  

 
  

 ２ 時価評価されていない有価証券 

  

 
  

(デリバティブ取引関係) 

 前中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

  デリバティブ取引は、全てヘッジ会計を適用しているため、注記の対象から除いております。 

  

 当中間連結会計期間末(平成19年９月30日) 

  デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

    金利関連 

 
 (注) 1  ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。 

    2  金利キャップの時価については、取引銀行より提示された価格によっております。 

  

 前連結会計年度末（平成19年３月31日） 

  デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

金利関連 

 
(注) 1 ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。 

2 金利キャップの時価については、取引銀行より提示された価格によっております。 

  

区分 取得原価(百万円)
連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

その他有価証券

株式 856 1,641 785

計 856 1,641 785

内容 連結貸借対照表計上額(百万円)

子会社株式及び関連会社株式 817

その他有価証券

非上場株式 71

計 889

区分 種類
契約額等 
（百万円）

契約額等のうち
１年超（百万円）

時価
（百万円）

評価損益 
（百万円）

市場取引以外の
取引

金利キャップ取
引買建

8 8 3 △4

区分 種類
契約額等 
（百万円）

契約額等のうち
１年超（百万円）

時価
（百万円）

評価損益 
（百万円）

市場取引以外の
取引

金利キャップ取
引買建

9 9 3 △6



前へ 

(ストック・オプション等関係) 

 前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

 当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

 前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 

  



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

身装・美術
工芸事業 
(百万円)

インテリア 
ファブリッ 
ク事業 
(百万円)

自動車・列
車・航空機 
内装材事業 
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

2,725 25,696 9,420 580 38,422 ― 38,422

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

83 59 △5 202 340 (340) ―

計 2,808 25,755 9,415 782 38,763 (340) 38,422

営業費用 2,589 24,931 9,718 792 38,032 721 38,753

営業利益又は 
営業損失(△)

218 823 △302 △9 730 (1,061) △331

身装・美術
工芸事業 
(百万円)

インテリア 
ファブリッ 
ク事業 
(百万円)

自動車・列
車・航空機 
内装材事業 
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

  売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

2,291 25,274 11,268 586 39,421 ― 39,421

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

132 72 38 144 387 (387) ―

計 2,424 25,346 11,307 731 39,808 (387) 39,421

  営業費用 2,501 24,452 11,288 766 39,008 677 39,686

  営業利益又は 
  営業損失(△)

△77 893 18 △35 800 (1,064) △264

身装・美術
工芸事業 
(百万円)

インテリア 
ファブリッ 
ク事業 
(百万円)

自動車・列
車・航空機 
内装材事業 
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

4,740 55,044 19,877 988 80,649 ― 80,649

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

249 33 23 378 684 (684) ―

計 4,989 55,077 19,900 1,366 81,333 (684) 80,649

営業費用 4,875 52,403 20,244 1,387 78,911 1,328 80,240

営業利益又は 
営業損失(△)

114 2,673 △344 △20 2,422 (2,013) 409



(注) 1 事業区分は、使用目的・生産方法及び市場の類似性により区分しております。 

2 各事業の主要製品 

 (1) 身装・美術工芸事業……………………帯地、打掛、緞帳、壁掛、ゆかた、美術工芸織物工事等 

 (2) インテリアファブリック事業…………カーテン、カーペット、椅子張、壁装材、室内装飾織物工事等 

 (3) 自動車・列車・航空機内装材事業……自動車・列車・航空機等内装材 

 (4) その他の事業……………………………不動産事業等 

3 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、前中間連結会計期間1,041百万

円、当中間連結会計期間979百万円、前連結会計年度1,950百万円であり、その主なものは経営企画部等管理部

門に係る費用であります。 

4「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４会計処理基準に関する事項 (2)重要な減価償却資

産の減価償却の方法」に記載のとおり、当中間連結会計期間より、法人税法の改正（（所得税法等の一部を改

正する法律 平成19年３月30日 法律第６号）及び(法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年３月30

日 政令第83号))に伴い、平成19年４月１日以降に取得したものについては改正後の法人税法に基づく減価償

却の方法に変更しております。                                    

  この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当中間連結会計期間における営業費用は「身装・美術工

芸事業」が0百万円、「インテリアファブリック事業」が0百万円、「自動車・列車・航空機内装材事業」が2

百万円増加し、営業利益又は営業損失はそれぞれ同額減少もしくは増加しております。 

  なお、平成19年３月31日以前に取得したものについては償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間

で均等償却する方法によっております。 

  この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当中間連結会計期間における営業費用は「身装・美術工

芸事業」が2百万円、「インテリアファブリック事業」が15百万円、「自動車・列車・航空機内装材事業」が7

百万円、「その他」が0百万円増加し、営業利益又は営業損失はそれぞれ同額減少もしくは増加しておりま

す。 

5「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４会計処理基準に関する事項 (3)重要な引当金の計

上基準 (ニ)役員退職慰労引当金」に記載のとおり、当中間連結会計期間より、役員退職慰労金規定に基づき

中間連結会計期間末要支給額により計上する方法に変更しております。 

  この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当中間連結会計期間における営業費用は「身装・美術工

芸事業」が3百万円、「インテリアファブリック事業」が28百万円、「自動車・列車・航空機内装材事業」が5

百万円、「その他」が2百万円増加し、営業利益又は営業損失はそれぞれ同額減少もしくは増加しておりま

す。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別

セグメント情報の記載を省略しております。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  (注) 1 本国以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりです。 

その他の地域・・・中国、香港、フィリピン、タイ、アメリカ 

 2 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた金額及び主な内容は、「事業の種類別セグメント情

報」の(注)3と同一であります。 

日本 
(百万円)

その他の地域
(百万円)

計(百万円)
消去又は
全社 

(百万円)
連結(百万円)

   売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

33,812 5,608 39,421 ― 39,421

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

432 476 909 (909) ―

計 34,245 6,085 40,330 (909) 39,421

   営業費用 33,924 5,759 39,683 2 39,686

  営業利益又は 
  営業損失（△）

321 325 646 (911) △264



 3「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４会計処理基準に関する事項 (2)重要な減

価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおり、当中間連結会計期間より、法人税法の改正（（所得

税法等の一部を改正する法律 平成19年３月30日 法律第６号）及び(法人税法施行令の一部を改正す

る政令 平成19年３月30日 政令第83号））に伴い、平成19年4月１日以降に取得したものについては

改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

  この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当中間連結会計期間における「日本」の営業費用

は3百万円増加し、営業利益は同額減少しております。 

  なお、平成19年３月31日以前に取得したものについては償却可能限度額まで償却が終了した翌年から

5年間で均等償却する方法によっております。 

  この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当中間連結会計期間における「日本」の営業費用

は25百万円増加し、営業利益は同額減少しております。 

4「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４会計処理基準に関する事項 (3)重要な引当

金の計上基準 (ニ)役員退職慰労引当金」に記載のとおり、当中間連結会計期間より、役員退職慰労

金規定に基づき中間連結会計期間末の要支給額により計上する方法に変更しております。 

  この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当中間連結会計期間における「日本」の営業費用

は39百万円増加し、営業利益は同額減少しております。 

  

   前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  (注) 1 地域の区分は、地理的近接度によっております。 

 2 本国以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりです。 

その他の地域・・・中国、香港、フィリピン、アメリカ、タイ等 

 3 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた金額及び主な内容は、「事業の種類別セグメント情

報」の(注)3と同一であります。 

  

【海外売上高】 

 前中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)及び前連結会計年度（自 平成18年

４月１日 至 平成19年３月31日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
       (注) 1 連結売上高に占める割合が10％以上のセグメントがないため、海外売上高の割合のみ記載しておりま

     す。 

       2 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  

日本 

(百万円)

その他の地域

(百万円)
計(百万円)

消去又は 

全社 

(百万円)

連結(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

   売上高

 (1) 外部顧客に 

   対する売上高
72,913 7,736 80,649 ― 80,649

 (2) セグメント間の内部 

   売上高又は振替高
685 1,154 1,839 (1,839) ―

計 73,598 8,890 82,489 (1,839) 80,649

  営業費用 71,368 8,941 80,310 (70) 80,240

  営業利益又は 

  営業損失（△）
2,230 △ 50 2,179 (1,769) 409

計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 5,823

Ⅱ 連結売上高(百万円) 39,421

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

14.8



(企業結合等関係) －パーチェス法適用関係 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自 

平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

1.被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、

結合後の企業の名称及び取得した議決権比率 

(1) 被取得企業の名称及び事業の内容 

株式会社セルコン   インテリア製品の販売事業 

(2) 企業結合を行った主な理由 

①当社及び株式会社川島織物販売の生産・品質管理ノウハウと株式会社セルコンのマーチャンダイ

ジング・ノウハウの融合により、ユーザーのニーズにより適確に応えることのできる、生産から

販売までの一貫体制の構築。 

②より内装事業に強い当社及び株式会社川島織物販売と、よりホームファッション事業に強い株式

会社セルコンの連携によるトータルにコーディネートされたインテリア商品群の提供。 

③販路の相互補完が図れる。 

④資材・商材の共同購買や、当社の国内外の製造設備の活用・稼働率アップを通じ品質・価格競争

力の向上が図れる。 

 等、経営資源を連携・統合することで、インテリア業界に於いてより強固な基盤を築くことを目

的とし、平成18年４月１日に当社を存続会社とする吸収合併を行っております。 

(3) 企業結合日 

平成18年４月１日 

(4) 企業結合の法的形式 

当社による吸収合併 

(5) 企業結合後企業の名称 

株式会社 川島織物セルコン(英文名Kawashima Selkon Textiles Co., Ltd.) 

(6) 取得した議決権比率 

100％ 

2.中間連結財務諸表及び連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間 

中間連結財務諸表   （自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

連結財務諸表     （自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

3.被取得企業の取得原価及び内訳 

取得の対価 

 
株式取得に直接要した支出額 

 

 
4.株式種類別の合併比率及びその算定方法並びに交付株式数及びその評価額 

(1) 株式種類の合併比率 

普通株式 株式会社川島織物 1：株式会社セルコン 0.9 

当社株式 2,006百万円

株式取得費用 85
 

取得原価 2,091百万円



(2) 合併比率の算定方法 

第三者機関として、株式会社川島織物は大和証券SMBC株式会社、株式会社セルコンは株式会社三

井住友銀行にそれぞれ合併比率の算定を依頼し、その算定結果を参考に両者で協議決定しました。

(3) 交付株式数及びその評価額 

11,733,117株   2,006百万円 

5.発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

(1) のれんの金額     345百万円 

(2) 発生原因       株式会社セルコングループの今後の事業展開によって期待される将  

 来の収益力に関連して発生したものです。 

(3) 償却方法及び償却期間 のれんの償却については5年間で均等償却しております。 

6.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

(百万円) 

 
  

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

    該当事項はありません。 

  

(企業結合等関係) －共通支配下の取引関係 

前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自 

平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

1.結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後の企業

の名称並びに取引の目的を含む取引の概要 

(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容 

株式会社 川島織物販売   インテリア製品の企画販売事業 

(2) 企業結合の法的形式 

当社による吸収合併 

(3) 企業結合後企業の名称 

株式会社 川島織物セルコン(英文名Kawashima Selkon Textiles Co., Ltd.) 

(4) 取引の目的を含む取引の概要 

①当社及び株式会社川島織物販売の生産・品質管理ノウハウと株式会社セルコンのマーチャンダイ

ジング・ノウハウの融合により、ユーザーのニーズにより適確に応えることのできる、生産から

販売までの一貫体制の構築。 

②より内装事業に強い当社及び株式会社川島織物販売と、よりホームファッション事業に強い株式

会社セルコンの連携によるトータルにコーディネートされたインテリア商品群の提供。 

③販路の相互補完が図れる。 

④資材・商材の共同購買や、当社の国内外の製造設備の活用・稼働率アップを通じ品質・価格競争

流動資産 7,169

固定資産 5,061

資産合計 12,230

流動負債 8,530

固定負債 1,953

負債合計 10,484

 



力の向上が図れる。 

等、経営資源を連携・統合することで、インテリア業界に於いてより強固な基盤を築くことを目

的とし、平成18年４月１日に当社を存続会社とする吸収合併を行っております。 

2.実施した会計処理の概要 

(1) 資産及び負債の会計処理 

企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

(百万円) 

 
(2) 増加資本の会計処理 

当社は株式会社川島織物販売の発行済株式のすべてを所有していたため、合併により増加する株

主資本はありません。 

なお、当社が保有していた株式会社川島織物販売株式の帳簿価額と株式会社川島織物販売から受

け入れた資産及び負債の差額13百万円を抱合せ株式消滅差損として個別財務諸表の特別損失に計上

しております。 

  

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

    該当事項はありません。 

  

  

流動資産 8,964

固定資産 1,705

資産合計 10,670

流動負債 9,977

固定負債 323

負債合計 10,301



(１株当たり情報) 

  
 

(注) 算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

  
 

  

２．１株当たり当期純利益又は中間純損失金額 

  
 

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 133円16銭 132円91銭 142円32銭

１株当たり当期純利益
又は中間純損失(△)

△11円69銭 △12円50銭 0円50銭

 なお、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益金額に

ついては、1株当たり中間

純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載

しておりません。

 なお、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益金額に

ついては、1株当たり中間

純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載

しておりません。

 なお、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式が存在

しないため記載しておりま

せん。

前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末
(平成19年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 12,494 12,567 13,441

普通株主に係る純資産額（百万円） 12,480 12,451 13,335

差額の主な内訳 
  少数株主持分（百万円）

13 115 106

普通株式の発行済株式数（千株） 93,903 93,903 93,903

普通株式の自己株式数（千株） 178 219 200

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数（千株）

93,724 93,683 93,702

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当期純利益又は中間純損失(△)
（百万円）

△1,076 △1,171 46

普通株主に帰属しない金額 
（百万円）

－ － －

普通株式に係る当期純利益 
又は中間純損失(△)（百万円）

△1,076 △1,171 46

普通株式の期中平均株式数（千株） 92,062 93,693 92,823



(重要な後発事象) 

  
前中間連結会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

――― １．当社は、平成19年５月15日開催

の取締役会において次の固定資産の

譲渡を決議し、契約を締結いたしま

した。
 (1)物件の概要
  ①物件の概要
   東京都千代田区内神田
   １丁目20番４号
    土地      503.70㎡
    建物（床面積）2,049.49㎡  
   東京都千代田区内神田
   １丁目４番８号、４番９号
    土地      372.35㎡
    建物（床面積） 891.00㎡
  ②契約相手先
   株式会社シンプレクス・インベ
   ストメント・アドバイザーズ
  ③譲渡の日程
   契約書締結日
    平成19年５月15日
   物件引渡日
    平成19年12月14日
  ④平成20年３月期における固定資
   産売却益計上見込額
      2,294百万円

 

１．当社は、平成19年４月24日付け

で、株式会社セイワと株式取得

に関する基本合意書を締結いた

しております。

 (1) 目的

    当社はシートファブリック

を日本をはじめ、中国、北

米、ASEANなどグローバルに

生産・供給しており、日本、

中国で自動車シートの裁断・

縫製を手がける株式会社セイ

ワの株式を取得し子会社化す

ることにより、日本国内での

補完体制ができるとともに、

中国での「トリム一貫体制」

がより強固なものとなるこ

と、また、稼動・物流能力の

大幅な向上が図れることなど

を目的としております。

 (2) 取得会社の概要

商号 株式会社セイワ

代表者 代表取締役 

 橋本光司

所在地 広島県福山市南

松永町３丁目９

番55号

設立年月日 昭和59年２月１

日

事業内容 自動車シートの

縫製

決算日 ９月30日

従業員 78名

資本金 20百万円
発行済
株式総数

400株

 (3) 取得株式数、取得価額及び取

得前後の所有株数の状況

   異動前の所有株式数  0株

   （所有割合   0％）

   （議決権の数  0個）

   取得株式数     394株

   （取得価格  未確定）

   （議決権の数 394個）

   異動後の所有株式数 394株

   （所有割合  100％）

   （議決権の数 394個）

  (注) 自己株6株を除いた全て

の株式394株を取得予定

であります。

 (4) 業績（平成18年９月期）

売上高 4,671百万円

営業利益 54百万円

経常利益 73百万円

当期純利益 18百万円

総資産 2,773百万円



 
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

前中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

２．当社は、平成19年５月15日開催

の取締役会において次の固定資

産の譲渡を決議し、契約を締結

いたしました。

 (1) 譲渡の理由

    固定資産の譲渡により、資

産効率の向上及び財務体質の

強化を図るとともに、東京地

区6か所に分散している各事

業部の拠点を集約し、業務の

効率化を図ります。

 (2) 譲渡資産の内容

   東京都千代田区内神田

   １丁目20番４号

    土地      503.70㎡

    建物（床面積）2,049.49㎡

   東京都千代田区内神田

   １丁目４番８号、４番９号

    土地      372.35㎡

    建物（床面積） 891.00㎡

 (3) 譲渡資産の現況

   東京支店として使用

 (4) 譲渡先

商号 株式会社シンプ

レクス・インベ

ストメント・ア

ドバイザーズ

代表者 代表取締役 

 林 正道

所在地 東京都千代田区

丸の内一丁目２

番１号

資本金 114億円
当社との
関係

人的関係、資本

関係はありませ

ん。

 (5) 譲渡の時期

    平成19年12月27日迄に物件

引渡の予定であります。

 (6) 当該事象の損益及び連結損益

に与える影響額

    第83期連結会計年度（平成

19年４月１日～平成20年３月

31日）の連結財務諸表及び財

務諸表において、固定資産売

却益として約21億円を特別利

益に計上する予定でありま

す。



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 3,407 353 962

 ２ 受取手形 ※８ 1,980 1,820 2,077

 ３ 売掛金 12,465 11,556 13,332

 ４ たな卸資産 7,543 7,799 7,711

 ５ その他 4,684 3,664 3,547

   貸倒引当金 △63 △36 △53

   流動資産合計 30,019 49.8 25,159 46.8 27,579 49.0

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産
※１ 
※３

  (1) 建物 3,371 3,080 3,172

  (2) 土地 10,145 10,079 10,132

  (3) その他 1,576 1,429 1,489

    有形固定資産合計 15,093 25.0 14,589 27.1 14,794 26.3

 ２ 無形固定資産 407 0.7 323 0.6 362 0.7

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券
※２ 
※３

3,187 1,559 1,673

  (2) 関係会社株式 7,179 7,745 7,355

  (3) その他 5,151 5,259 5,237

    貸倒引当金 △172 △82 △81

    関係会社投資損失 
    引当金

△538 △806 △669

    投資その他の 
    資産合計

14,808 24.5 13,676 25.5 13,516 24.0

   固定資産合計 30,309 50.2 28,588 53.2 28,673 51.0

Ⅲ 繰延資産

   社債発行費 21 6 11

   繰延資産合計 21 0.0 6 0.0 11 0.0

   資産合計 60,349 100.0 53,755 100.0 56,263 100.0



 

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 10,979 10,782 11,325

 ２ 買掛金 5,235 4,828 6,100

 ３ 短期借入金 ※３ 10,075 6,730 6,488

 ４ １年内返済予定の 
   長期借入金

※３ 2,086 1,582 1,979

 ５ １年内償還予定の 
   社債

100 100 100

 ６ 未払法人税等 53 58 81

 ７ 賞与引当金 399 484 346

 ８ その他
※２ 
※４

2,836 4,218 2,766

   流動負債合計 31,765 52.7 28,786 53.5 29,187 51.9

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 2,650 2,550 2,600

 ２ 長期借入金 ※３ 3,998 2,569 2,815

 ３ 繰延税金負債 1,646 1,136 1,262

 ４ 再評価に係る 
   繰延税金負債

2,105 2,105 2,105

 ５ 退職給付引当金 2,814 2,700 2,869

 ６ 役員退職慰労引当金 － 247 －

 ７ その他 617 390 557

   固定負債合計 13,831 22.9 11,701 21.8 12,210 21.7

   負債合計 45,597 75.6 40,487 75.3 41,398 73.6

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 8,277 13.7 8,277 15.4 8,277 14.7

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 3,352 3,352 3,352

  (2) その他資本剰余金 926 748 926

   資本剰余金合計 4,279 7.1 4,101 7.6 4,279 7.6

 ３ 利益剰余金

  (1) その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 △789 △1,623 △177

   利益剰余金合計 △789 △1.3 △1,623 △3.0 △177 △0.3

 ４ 自己株式 △26 △0.1 △34 △0.0 △30 △0.1

   株主資本合計 11,741 19.4 10,721 20.0 12,348 21.9

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

964 484 460

 ２ 繰延ヘッジ損益 △32 △17 △23

 ３ 土地再評価差額金 2,079 2,079 2,079

   評価・換算差額等 
   合計

3,011 5.0 2,545 4.7 2,516 4.5

   純資産合計 14,752 24.4 13,267 24.7 14,865 26.4

   負債純資産合計 60,349 100.0 53,755 100.0 56,263 100.0

 



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 30,769 100.0 29,395 100.0 63,295 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１ 23,721 77.1 22,997 78.2 48,891 77.2

   売上総利益 7,047 22.9 6,397 21.8 14,403 22.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 7,698 25.0 7,450 25.4 15,250 24.1

   営業損失 650 △2.1 1,053 △3.6 846 △1.3

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 37 38 78

 ２ 雑収益 ※２ 591 628 2.0 421 459 1.6 878 956 1.5

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 188 158 364

 ２ 雑費用
※１ 
※３

104 292 0.9 223 382 1.3 277 641 1.0

   経常損失 313 △1.0 975 △3.3 531 △0.8

Ⅵ 特別利益 ※４ 795 2.6 14 0.1 1,814 2.8

Ⅶ 特別損失
※５ 
※６ 
※７

1,120 3.7 638 2.2 1,323 2.1

   税引前中間(当期) 
   純損失

639 △2.1 1,599 △5.4 41 △0.1

   法人税、住民税 
   及び事業税

24 0.1 23 0.1 50 0.1

   法人税等調整額 ― 24 ― 0 23 0.0 △39 11 △0.1

   中間(当期)純損失 664 △2.2 1,623 △5.5 52 △0.1



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 
  

 
  

 
  

項目

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 8,277 2,069 851 2,921

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 1,283 1,283

 自己株式の処分 212 212

 欠損填補 △137 △137

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

1,283 74 1,357

平成18年９月30日残高(百万円) 8,277 3,352 926 4,279

項目

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金 
繰越利益剰余金

利益剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) △137 △137 △529 10,531

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 1,283

 中間純損失 △664 △664 △664

 自己株式の取得 △9 △9

 自己株式の処分 512 724

欠損填補 137 137 ―

土地再評価差額金取崩 △125 △125 △125

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△651 △651 503 1,209

平成18年９月30日残高(百万円) △789 △789 △26 11,741

項目

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ損益
土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 1,742 ― 1,953 3,696 14,227

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 1,283

 中間純損失 △664

 自己株式の取得 △9

 自己株式の処分 724

欠損填補 ―

土地再評価差額金取崩 △125

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△777 △32 125 △684 △684

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△777 △32 125 △684 524

平成18年９月30日残高(百万円) 964 △32 2,079 3,011 14,752



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
  

 
  

 
  

項目

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成19年３月31日残高(百万円) 8,277 3,352 926 4,279

中間会計期間中の変動額

 中間純損失

 自己株式の取得

 自己株式の処分 0 0

 欠損填補 △177 △177

 株主資本以外の項目の中間    
 会計期間中の変動額（純額）

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△177 △177

平成19年９月30日残高(百万円) 8,277 3,352 748 4,101

項目

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金 
繰越利益剰余金

利益剰余金合計

平成19年３月31日残高(百万円) △177 △177 △30 12,348

中間会計期間中の変動額

 中間純損失 △1,623 △1,623 △1,623

 自己株式の取得 △3 △3

 自己株式の処分 0 0

欠損填補 177 177 ―

株主資本以外の項目の中間    
 会計期間中の変動額（純額）

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△1,445 △1,445 △3 △1,626

平成19年９月30日残高(百万円) △1,623 △1,623 △34 10,721

項目

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ損益
土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 460 △23 2,079 2,516 14,865

中間会計期間中の変動額

 中間純損失 △1,623

 自己株式の取得 △3

 自己株式の処分 0

欠損填補 ―

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

23 5 29 29

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

23 5 29 △1,597

平成19年９月30日残高(百万円) 484 △17 2,079 2,545 13,267



前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
  

 
  

 
  

項目

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(百万円) 8,277 2,069 851 2,921

事業年度中の変動額

 新株の発行 1,283 1,283

 当期純損失

 自己株式の取得

 自己株式の処分 212 212

欠損填補 △137 △137

土地再評価差額金取崩

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(百万円) 1,283 74 1,357

平成19年３月31日残高(百万円) 8,277 3,352 926 4,279

項目

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) △137 △137 △529 10,531

事業年度中の変動額

 新株の発行 1,283

 当期純損失 △52 △52 △52

 自己株式の取得 △13 △13

 自己株式の処分 512 724

欠損填補 137 137 ―

土地再評価差額金取崩 △125 △125 △125

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(百万円) △40 △40 498 1,816

平成19年３月31日残高(百万円) △177 △177 △30 12,348

項目

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ損益
土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 1,742 ― 1,953 3,696 14,227

事業年度中の変動額

 新株の発行 1,283

 当期純損失 △52

 自己株式の取得 △13

 自己株式の処分 724

欠損填補 ―

土地再評価差額金取崩 △125

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△1,281 △23 125 △1,179 △1,179

事業年度中の変動額合計(百万円) △1,281 △23 125 △1,179 637

平成19年３月31日残高(百万円) 460 △23 2,079 2,516 14,865



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(1) 資産の評価基準及び評価方法

 （イ) 有価証券

  ① 子会社株式及び関連会社株

式

    移動平均法による原価法に

よっております。

(1) 資産の評価基準及び評価方法

 （イ) 有価証券

  ① 子会社株式及び関連会社株

式

同左

(1) 資産の評価基準及び評価方法

 （イ) 有価証券

  ① 子会社株式及び関連会社株

式

同左

  ② その他有価証券

    時価のあるもの

中間決算末日の市場価格

等に基づく時価法

     (評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売

却原価は移動平均法によ

っております。)

  ② その他有価証券

    時価のあるもの

同左

  ② その他有価証券

    時価のあるもの

     決算日の市場価格等に基

づく時価法

     (評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売

却原価は移動平均法)

    時価のないもの

     移動平均法による原価法

によっております。

    時価のないもの

同左

    時価のないもの

同左

 （ロ) デリバティブ 

   時価法

 （ロ) デリバティブ 

   時価法

 （ロ) たな卸資産

   製品・原材料・仕掛品

   総平均法による原価法によっ

ております。

 （ハ) たな卸資産 

   製品・原材料・仕掛品    

       同左

  

 （ハ) たな卸資産

   製品・原材料・仕掛品

     総平均法による原価法

   (一部仕掛品については個

別法による原価法)

―――    商品 

     個別法による原価法

   商品 

        同左

   貯蔵品

   終取得原価法による原価法

によっております。

   貯蔵品

同左

   貯蔵品

同左

(2) 固定資産の減価償却の方法

 （イ) 有形固定資産

   法人税法の規定と同一の基準

による定率法

    ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物(附属設

備を除く)については、法人

税法の規定と同一の基準によ

る定額法

(2) 固定資産の減価償却の方法

 （イ) 有形固定資産

   法人税法の規定と同一の基準

による定率法 

 ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（付属設

備を除く）については、法人

税法の規程と同一の基準によ

る定額法 

 なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。 

建物    15～50年 

機械・装置  2～15年

(2) 固定資産の減価償却の方法

 （イ) 有形固定資産

   定率法

    ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物(建物附

属設備を除く)については定

額法



前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

       ―――   (会計方針の変更）
    当中間会計期間より、法人

税法の改正（（所得税法等の

一部を改正する法律 平成19

年３月30日 法律第６号）及

び(法人税法施行令の一部を

改正する政令 平成19年３月

30日 政令第83号））に伴い

平成19年４月１日以降に取得

したものについては、改正後

の法人税法に基づく減価償却

の方法に変更しております。

   これに伴い、前中間会計期間

と同一の方法によった場合と

比べ、売上総利益が2百万円

減少し、営業損失、経常損

失、税引前中間純損失および

中間純損失がそれぞれ3百万

円増加しております。
  (追加情報）
    当中間会計期間から、平成

19年３月31日以前に取得した

ものについては償却可能限度

額まで償却が終了した翌年か

ら5年間で均等償却する方法

によっております。

   当該変更に伴う損益に与える

影響は、売上総利益が13百万

円減少し、営業損失が21百万

円増加し、経常損失、税引前

中間純損失および中間純損失

がそれぞれ24百万円増加して

おります。

       ―――

 （ロ) 無形固定資産

   定額法

    ただし、自社利用のソフト

ウェアについては、社内にお

ける見込利用可能期間(５年)

に基づく定額法

 （ロ) 無形固定資産 

   定額法

    なお、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内におけ

る見込利用可能期間(５年)に

基づく定額法

 （ロ) 無形固定資産

      同左

  

       ―――  （ハ) 長期前払費用   

   定額法

 （ハ) 長期前払費用

      同左

(3) 繰延資産の処理方法

    社債発行費は、社債の償還

までの期間にわたり定額法に

より償却しております。

    なお、前事業年度以前に発

行した社債に係る社債発行費

は、旧商法施行規則に規定す

る 長期間（3年）で均等償

却しております。

(3) 繰延資産の処理方法

    社債発行費は、社債の償還

までの期間にわたり定額法に

より償却しております。

    ただし、平成18年３月31日

以前に発行した社債に係る社

債発行費は、旧商法施行規則

に規定する 長期間(3年)で

均等償却しております。

(3) 繰延資産の処理方法

      同左

   



前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(会計方針の変更)

    当中間会計期間から「繰延

資産の会計処理に関する当面

の取扱い」（企業会計基準委

員会 平成18年８月11日 実

務対応報告第19号）を適用し

ております。

   これによる経常損失、税引前

中間純損失に及ぼす影響は軽

微であります。

    ―――   (会計方針の変更) 

 当事業年度から「繰延資産

の会計処理に関する当面の取

扱い」(企業会計基準委員会

平成18年８月11日 実務対応

報告第19号）を適用しており

ます。 

これによる経常損失、税引前

当期純損失に及ぼす影響は軽

微であります。

(4) 引当金の計上基準

 （イ) 貸倒引当金

    債権の貸倒れに備えるた

め、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しておりま

す。

(4) 引当金の計上基準

 （イ) 貸倒引当金

同左

(4) 引当金の計上基準

 （イ) 貸倒引当金

同左

 （ロ) 関係会社投資損失引当金

    関係会社に対する投資によ

り発生の見込まれる損失に備

えるため、その財政状態及び

経営成績を勘案して、関係会

社株式等に対する損失見込額

を計上しております。

 （ロ) 関係会社投資損失引当金

同左

 （ロ) 関係会社投資損失引当金

 同左

 （ハ) 賞与引当金

    従業員賞与の支給に充てる

ため、支給見込額に基づき計

上しております。

 （ハ) 賞与引当金

同左

 （ハ) 賞与引当金

同左

  （ニ) 退職給付引当金   （ニ) 退職給付引当金   （ニ) 退職給付引当金

       従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末における

退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき当中間会計期

間末において発生していると

認められる額を計上しており

ます。

      なお、数理計算上の差異

は、各事業年度の発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(10年)における

按分額を、それぞれ発生年度

の翌事業年度から費用処理す

ることとしており、過去勤務

債務の額は、各事業年度の発

生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(10年)

における按分額を、それぞれ

発生年度から費用処理するこ

ととしております。

    従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末における

退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき当中間会計期

間末において発生していると

認められる額を計上しており

ます。

    なお、数理計算上の差異

は、各会計年度の発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（7～9年）にお

ける按分額を、それぞれ発生

年度の翌会計年度から費用処

理することとしており、過去

勤務債務の額は、各会計年度

の発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数

（9年）における按分額を、

それぞれ発生年度から費用処

理することとしております。

    当社は、平成19年７月１日

付けで従業員の退職金制度の

改定を行い、将来分を確定給

付型の制度から確定拠出年金

制度へ移行しております。そ

れにより過去勤務債務（債務

の減額）が2,656百万円が発

生しております。

    従業員の退職給付に備える

ために、当事業年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上してお

ります。

    なお、数理計算上の差異

は、各事業年度の発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(10年)における

按分額をそれぞれ発生年度の

翌事業年度から費用処理する

こととしており、過去勤務債

務の額は、各事業年度の発生

時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(10年)に

おける按分額をそれぞれ発生

年度から費用処理することと

しております。



前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

       ―――  （ホ) 役員退職慰労引当金

    役員の退職慰労金の支出に

備えるため、役員退職慰労金

規定に基づく中間期末要支給

額を計上しております。 

(会計方針の変更） 

 役員退職慰労金は、従来、

支出時の費用として処理して

おりましたが、当中間会計期

間より「租税特別措置法上の

準備金及び特別法上の引当金

又は準備金並びに役員退職慰

労引当金等に関する監査上の

取扱い」の改正（日本公認会

計士協会 平成19年４月13日

監査・保証実務委員会報告第

42号）が公表されたことを契

機に期間損益の適正化及び財

務内容の健全化を図るため、

役員退職慰労金規定に基づく

中間期末要支給額を役員退職

慰労引当金として計上する方

法に変更しております。この

結果、従来の方法と比べ、当

中間会計期間の営業損失及び

経常損失が19百万円増加し、

特別損失が228百万円（当中

間会計期間目的取崩額を控

除）増加し、税引前中間純損

失及び中間純損失は247百万

円増加しております。

       ―――



前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(5) 外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準

   外貨建金銭債権債務は、中間

決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。

(5) 外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準

同左

(5) 外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準

   外貨建金銭債権債務は、決算

日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として

処理しております。

(6) リース取引の処理方法

   リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。

(6) リース取引の処理方法

同左

(6) リース取引の処理方法

同左

(7) ヘッジ会計の方法

 (イ)ヘッジ会計の方法

   繰延ヘッジ処理によっており

ます。 

 なお、金利スワップ取引及

び金利キャップ取引のうち、

特例処理の要件を満たすもの

については、特例処理によっ

ております。

(7) ヘッジ会計の方法

 (イ)ヘッジ会計の方法

同左

(7) ヘッジ会計の方法

 (イ)ヘッジ会計の方法

同左

 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

   ヘッジ手段……金利スワップ

取引及び金利

キャップ取引

を行っており

ます。

 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段……同左

 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段……同左

   ヘッジ対象……金利等の変動

により、将来

キャッシュ・

フローが変動

するリスクの

ある負債を対

象としており

ます。

   ヘッジ対象……同左    ヘッジ対象……同左

 (ハ)ヘッジ方針

    主として、金利変動を回避

するために、デリバティブ取

引を利用しております。 

 なお、投機目的によるデリ

バティブ取引は、行わない方

針であります。

 (ハ)ヘッジ方針

同左

 (ハ)ヘッジ方針

同左



前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法

 ヘッジ手段及びヘッジ対

象について、毎決算期末(中

間期末を含む)に個別取引毎

のヘッジ効果を検証してお

りますが、ヘッジ対象の負

債とデリバティブ取引につ

いて、元本・利率・期間等

の条件が同一の場合は、ヘ

ッジ効果が極めて高いこと

から本検証を省略しており

ます。

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法

同左

 (ニ) ヘッジ有効性評価の方法

同左

(8) その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

  消費税等の会計処理

   消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式によっており

ます。

(8) その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

  消費税等の会計処理

同左

(8) その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

  消費税等の会計処理

同左



次へ 

会計処理の変更 

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等）

  当中間会計期間から「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準委員会

平成17年12月９日 企業会計基準

第５号）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準委員

会 平成17年12月９日 企業会計

基準適用指針第８号）を適用して

おります。

  これによる損益に与える影響は

ありません。従来の「資本の部」

の合計に相当する金額は14,784百

万円であります。

  前中間会計期間において「資産

の部」に計上しておりました「繰

延ヘッジ損失」は当中間会計期間

から「評価・換算差額等」の内訳

科目の「繰延ヘッジ損益」とし表

示しております。

  なお、前中間会計期間の繰延ヘ

ッジ損失について、当中間会計期

間と同様の方法によった場合の金

額は13,985百万円であります。

  中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間

財務諸表は、改正後の中間財務諸

表等規則により作成しておりま

す。

――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等)

  当事業年度から「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準委員会

平成17年12月９日 企業会計基準

適用指針第８号）を適用しており

ます。

  従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は14,888百万円であり

ます。

  前事業年度において「資産の

部」に計上しておりました「繰延

ヘッジ損失」は当事業年度から税

効果調整後の金額を「評価・換算

差額等」の内訳科目の「繰延ヘッ

ジ損益」とし表示しております。

  なお、前事業年度の繰延ヘッジ

損失について、当事業年度と同様

の方法によった場合の金額は

14,208百万円であります。

  財務諸表等規則の改正により、

当事業年度における財務諸表は改

正後の財務諸表等規則により作成

しております。

（企業結合に係る会計基準等）

  当中間会計期間から「企業結合

に係る会計基準」（企業会計審議

会 平成15年10月31日）及び「事

業分離等に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 平成17年12月

27日 企業会計基準第７号）並び

に「企業結合会計基準及び事業分

離等に関する会計基準に関する適

用指針」（企業会計基準委員会

平成17年12月27日 企業会計基準

適用指針第10号）を適用しており

ます。

――― （企業結合に係る会計基準等)

  当事業年度から「企業結合に係

る会計基準」（企業会計審議会

平成15年10月31日）及び「事業分

離等に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年12月27日

企業会計基準第７号）並びに「企

業結合会計基準及び事業分離等会

計基準に関する適用指針」（企業

会計基準委員会 終改正平成18

年12月22日 企業会計基準適用指

針第10号）を適用しております。



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

項目
前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産

   減価償却累計額 12,630百万円 12,906百万円 12,901百万円

※２ 投資有価証券  投資有価証券には消費貸借契約
により、貸し付けている有価証券
987百万円が含まれております。 
 なお、当該取引による預り金は
流動負債の「その他」に含まれて
おり、その金額は770百万円であ
ります。

     ―――       ―――

※３ 担保資産

担保資産の種類 簿価(百万円) 債務額(百万円) 簿価(百万円) 債務額(百万円) 簿価(百万円) 債務額(百万円)

イ 市原事業所 
  工場財団

短期借入金 短期借入金 短期借入金

建物 434 6,415 395 3,760 415 4,003

構築物 9 9 9

機械・装置 46
１年内返済予定の
長期借入金

39
１年内返済予定の
長期借入金

44
１年内返済予定の
長期借入金

土地 4,954 1,401 4,954 1,410 4,954 1,344

計 5,445 5,398 5,423

ロ 市原事業所 
  その他

長期借入金 長期借入金 長期借入金

建物 479 3,775 447 2,519 455 2,660

構築物 41 38 40

土地 793 受取手形割引高 793 受取手形割引高 793 受取手形割引高

計 1,314 1,059 1,280 176 1,289 274

ハ 投資有価証券 1,479 1,161 1,264

合計 8,239 12,651 7,840 7,866 7,977 8,282

 
 
 
※４ 消費税等の取扱い

 
 
 
 仮受消費税等は仮払消費税等と
相殺のうえ、未払額を流動負債
「その他」に含めて表示しており
ます。

投資有価証券は消費貸借契約に基
づくものであります。

同左

投資有価証券は消費貸借契約に基
づくものであります。

―――

 ５ 偶発債務

 

 下記の会社の借入金、手形割引
及びその他の債務に対し保証をし
ております。

上海申達川島
織物有限公司

235百万円

上海申達川島
染整有限公司

11

川島織物(上海) 
有限公司

1,047

㈱紅粉屋 3
㈱和ぎゃらりい 80
KAWASHIMA 
TEXTILE  
USA,INC.

1,691

計 3,070

 

下記の会社の借入金、手形割引
及びその他の債務に対し保証をし
ております。

上海申達川島
織物有限公司

210百万円

川島織物(上海)
有限公司

739

㈱紅粉屋 2

㈱和ぎゃらりい 80
KAWASHIMA
TEXTILE  
USA,INC.

1,519

KAWASHIMA-FUCHI
(THAILAND)CO., 
LTD.

190

㈱セイワ 271

計 3,013
 

下記の会社の借入金、手形割引
及びその他の債務に対し保証をし
ております。

上海申達川島 
織物有限公司

226百万円

上海申達川島 
染整有限公司

11

川島織物(上海) 
有限公司

903

㈱紅粉屋 2
㈱和ぎゃらりい 80
KAWASHIMA
TEXTILE  
USA,INC.

1,829

KAWASHIMA-FUCHI 
(THAILAND)CO., 
LTD.

197

計 3,251

 なお、上記のうちに含まれる外
貨建保証債務額は次のとおりであ
ります。

なお、上記のうちに含まれる外
貨建保証債務額は次のとおりであ
ります。

なお、上記のうちに含まれる外
貨建保証債務額は次のとおりであ
ります。

 

円換算額

U.S.$ 16,310千 1,939百万円

R.M.B 35,580千 542

円換算額

U.S.$ 14,419千 1,679百万円

R.M.B 34,860千 536

T.H.B 50,752千 190

円換算額

U.S.$ 17,090千 2,035百万円

R.M.B 35,970千 562

T.H.B 52,752千 197

 ６ 受取手形割引高 1,059百万円 176百万円          274百万円



次へ 

 
  

項目
前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

 ７ 受取手形の債権 

   流動化

 受取手形の債権流動化による譲

渡高は3,482百万円であります。

 受取手形の債権流動化による譲

渡高は3,519百万円であります。

 受取手形の債権流動化による譲

渡高は4,293百万円であります。

※８ 中間会計期間末日 

   （期末日）満期手形

 中間会計期間末日満期手形の会

計処理については、手形交換日を

もって決済処理しております。 

 なお、中間会計期間末日が金融

機関の休日であったため、次の中

間会計期間末日満期手形が、中間

会計期末残高に含まれておりま

す。 

受取手形    38百万円

 中間会計期間末日満期手形の会

計処理については、手形交換日を

もって決済処理しております。 

 なお、中間会計期間末日が金融

機関の休日であったため、次の中

間会計期間末日満期手形が、中間

会計期末残高に含まれておりま

す。 

受取手形    43百万円

 期末日満期手形の会計処理につ

いては、手形交換日をもって決済

処理しております。 

 なお、当期末日が金融機関の休

日であったため、次の期末日満期

手形が期末残高に含まれておりま

す。 

受取手形    46百万円

 ９ コミットメントライン 

   契約
―――  当社は、運転資金の機動的かつ

安定的な調達に向け、取引銀行4

行とコミットメントライン契約を

締結しております。この契約に基

づく当中間会計期間末における借

入未実行残高は次のとおりであり

ます。

コミットメ

ントの総額 
3,000百万円

借入実行 

残高
 ―

 計 3,000

 当社は、運転資金の機動的かつ

安定的な調達に向け、取引銀行4

行とコミットメントライン契約を

締結しております。この契約に基

づく当事業年度末における借入未

実行残高は次のとおりでありま

す。

コミットメ

ントの総額
3,000百万円

借入実行 

残高 
 ―

 計 3,000 

 なお、この契約には以下の財務

制限条項がついており、これに抵

触した場合、借入先の要求に基づ

き該当する借入金を一括返済する

ことがあります。

（１）平成19年３月決算期末の報  

   告書等における連結貸借対 

   照表に記載される純資産の 

   部の合計金額を105億円以上 

   に維持すること。      

（２）平成20年４月以降の各年度 

   決算期の報告書等における 

   連結貸借対照表に記載され 

   る純資産の部の合計金額を 

   105億円又は直近の年度決算 

   期の報告書等における連結 

   貸借対照表に記載される純 

   資産の部の合計金額の75％ 

   以上のいずれか大きい方の 

   金額以上に維持すること。

（３）各年度決算期の報告書等に 

   おける連結損益計算書に記 

   載される経常損益を損失と 

   しないこと。

（４）各年度決算期の報告書等に 

   おける連結損益計算書に記 

   載される当期損益を損失と 

   しないこと。

（５）各年度決算期の報告書等に 

   おける連結貸借対照表に記 

   載される「有利子負債額を 

   、該当報告書等から算出さ 

   れる「平均月商」の6倍以内 

   に維持すること。

 なお、この契約には以下の財務

制限条項がついており、これに抵

触した場合、借入先の要求に基づ

き該当する借入金を一括返済する

ことがあります。

（１）平成19年３月決算期末の報  

   告書等における連結貸借対 

   照表に記載される純資産の 

   部の合計金額を105億円以上 

   に維持すること。      

（２）平成20年４月以降の各年度 

   決算期の報告書等における 

   連結貸借対照表に記載され 

   る純資産の部の合計金額を 

   105億円又は直近の年度決算 

   期の報告書等における連結 

   貸借対照表に記載される純 

   資産の部の合計金額の75％ 

   以上のいずれか大きい方の 

   金額以上に維持すること。

（３）各年度決算期の報告書等に 

   おける連結損益計算書に記 

   載される経常損益を損失と 

   しないこと。

（４）各年度決算期の報告書等に 

   おける連結損益計算書に記 

   載される当期損益を損失と 

   しないこと。

（５）各年度決算期の報告書等に 

   おける連結貸借対照表に記 

   載される「有利子負債額を 

   、該当報告書等から算出さ 

   れる「平均月商」の6倍以内 

   に維持すること。

 



(中間損益計算書関係) 

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 減価償却額

    有形固定資産          260百万円          274百万円          600百万円

    無形固定資産                   47              45                   224

※２ 営業外収益の

  「雑収益」の主要項目

受取技術報酬 54百万円

受取配当金     360

賃貸料      61

為替差益      14

受取技術報酬 54百万円

受取配当金   154

賃貸料   152

  

受取技術報酬 149百万円

受取配当金     376

賃貸料     123

為替差益      33

※３ 営業外費用の

  「雑費用」の主要項目

 

貸与資産 
減価償却費

27百万円

手形売却損      24

貸与資産
減価償却費

89百万円

手形売却損      30

為替差損    40
 

貸与資産
減価償却費

54百万円

手形売却損      49

※４ 特別利益の主要項目 投資有価証券 
売却益

795百万円 貸倒引当金戻入益 11百万円
投資有価証券 
売却益

1,804百万円

※５ 特別損失の主要項目

 

有形固定資産 
除却損

24百万円

役員退任慰労金      11

関係会社投資 
損失引当金 
繰入額

    317

減損損失      71

製品返品損失     651

合併関係費用      27

抱合せ株式消滅差
損

     13

有形固定資産
除却損

16百万円

役員退職慰労
引当金繰入額

    228

関係会社投資
損失引当金 
繰入額

    137

減損損失       8

厚生年金基金
脱退損

    162

投資有価証券  
評価損

     29

関係会社貸付金
貸倒引当金繰入額

     31

子会社株式評価損      19  

有形固定資産 
除却損

31百万円

役員退職慰労金      11

関係会社投資 
損失引当金 
繰入額

    448

減損損失      85

合併関係費用      27

製品返品損失     651

抱合せ株式消滅差
損      13

関係会社出資金評
価損      38



  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※６ 減損損失

 

当社は以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上しました。

用途 種類 場所
金額
(百万
円)

営業所
土地・
建物等

宮城県
仙台市

71

(経緯)

上記の土地・建物等は営業所と

して使用しておりますが、継続し

て営業損失が発生しており、減損

損失を認識いたしました。

(グルーピング方法)

事業用資産は管理会計上の区分

に基づき、賃貸不動産及び遊休資

産は個別物件単位に、また本社等

は共用資産としてグルーピングし

ております。

(回収可能価額の算定方法)

正味売却価額により測定してお

り、不動産の時価について、土地

は不動産鑑定士による不動産鑑定

価額、建物等は固定資産税評価額

によっております。

 

当社は以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上しました。

用途 種類 場所
金額
(百万
円)

支店・
営業所

建物・
工具器
具備品
等

札幌市
他

8

(経緯)

インテリア事業部札幌支店およ

びさいたま営業所他３営業所は、

継続して営業損失が発生してお

り、当該支店および営業所におい

て使用している建物・工具器具備

品等について回収可能価額にまで

減額し、減損損失を認識いたしま

した。

（減損損失の金額及び主な固定資

産の種類ごとの当該金額の内訳）

減損損失の内訳は建物3百万

円、工具器具備品3百万円、構築

物等１百万円であります。

(グルーピング方法)

     同左

(回収可能価額の算定方法)

正味売却価額を売却予定価額に

基づいて算定しております。 

 他への転用、売却等が困難なも

のは備忘価格としております。

 

当事業年度において、当社は以

下の資産グループについて減損損

失を計上しました。

用途 種類 場所
金額 
(百万
円)

売却予
定資産

土地・
建物

宮城県 
仙台市

85

(経緯)

宮城県仙台市の売却予定資産と

した固定資産は地価等がさらに下

落しましたので、回収可能価額ま

で減額し、減損損失を認識いたし

ました。

（減損損失の金額及び主な固定資

産の種類ごとの当該金額の内訳）

減損損失の内訳は建物12百万

円、土地72百万円であります。

(グルーピング方法)

事業用資産は管理会計上の区分

に基づき、売却予定資産、賃貸不

動産及び遊休資産は個別物件単位

に、また本社等は共用資産として

グルーピングしております。

(回収可能価額の算定方法)

正味売却価額を売却予定価額に

基づいて算定しております。

※７ 製品返品損失 与信管理強化のため、一部取引

条件の変更に伴う一時的な返品に

よる損失であります。

          ――― 与信管理強化のため、一部取引

条件の変更に伴う一時的な返品に

よる損失であります。



前へ   次へ 

(中間株主資本等変動計算書関係） 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加       38,220株 

  減少数の内訳は、次のとおりであります。 

自己株式の合併割当による減少      4,229,083株 

   単元未満株式の買増請求による減少      6,591株 

  

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加       21,199株 

  減少数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買増請求による減少      1,830株 

  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加       59,886株 

  減少数の内訳は、次のとおりであります。 

自己株式の合併割当による減少      4,229,083株 

   単元未満株式の買増請求による減少      6,591株 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 4,376,065 38,220 4,235,674 178,611

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 200,277 21,199 1,830 219,646

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 4,376,065 59,886 4,235,674 200,277



(リース取引関係) 

  
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ 借主側

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

取得価額 
相当額 

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円)

中間期末 
残高 

相当額 
(百万円)

その他 
有形 
固定資産

511 320 191

無形 
固定資産 
その他

748 244 504

投資その
他の資産 
その他

515 214 300

合計 1,774 778 996

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ 借主側

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

取得価額
相当額 

(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 

(百万円)

期末残高 
相当額 

(百万円)

有形   
固定資産 
その他

 
251

 
119 131

無形  
固定資産
その他

939 387 551

投資その
他の資産 
その他

437 198 239

合計 1,628 705 922

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ 借主側

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

取得価額
相当額 

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円)

期末残高 
相当額 

(百万円)

有形  
固定資産
その他

466
 

291 
 

 
175 

 

無形   
固定資産
その他

743 301 441

投資その
他の資産
その他

484 271 212

合計 1,694 864 829

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 460百万円

１年超 558

計 1,018

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 355百万円

１年超 583

計 939

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

 

１年以内 410百万円

１年超 440

計 850

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 228百万円

減価償却費 
相当額

210

支払利息 
相当額

13

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 237百万円

減価償却費
相当額

222

支払利息
相当額

12

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額

支払リース料 471百万円

減価償却費
相当額

435

支払利息
相当額

26

(4) 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によってお

ります。

(5) 利息相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

同左



  

 
  

(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成18年９月30日)、当中間会計期間末(平成19年９月30日)及び前事業年度末(平

成19年３月31日)のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

（企業結合等関係） 

  前中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自 

平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

中間連結財務諸表及び連結財務諸表の各注記事項の（企業結合等関係）「パーチェス法適用関係」

「共通支配下の取引関係」に記載のとおりであります。 

  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

―――

 

２ 貸主側

 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 3百万円

１年超 1

計 4

  上記は全て転貸リース取引に係

る貸手側の未経過リース料中間期

末残高相当額であります。

  なお、当該転貸リース取引はお

おむね同一の条件で第三者にリー

スしておりますので、ほぼ同額の

残高が上記１の借手側の注記(2)

未経過リース料中間期末残高相当

額に含まれております。

  また、未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リース料中

間期末残高及び見積残存価額の残

高の合計額が営業債権の中間期末

残高等に占める割合が低いため、

受取利子込み法により算定してお

ります。

 

２ 貸主側

 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 4百万円

１年超 2

計 6

  上記は全て転貸リース取引に係

る貸手側の未経過リース料期末残

高相当額であります。

  なお、当該転貸リース取引はお

おむね同一の条件で第三者にリー

スしておりますので、ほぼ同額の

残高が上記１の借手側の注記(2)

未経過リース料期末残高相当額に

含まれております。

  また、未経過リース料期末残高

相当額は、未経過リース料期末残

高及び見積残存価額の残高の合計

額が営業債権の期末残高等に占め

る割合が低いため、受取利子込み

法により算定しております。



前へ 

(重要な後発事象) 

  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

――― 内容については、「第５〔経理の状

況〕１〔中間連結財務諸表等〕 (1)

〔中間連結財務諸表〕注記事項（重

要な後発事象）」に記載のとおりで

あります。

内容については、「第５〔経理の状

況〕１〔連結財務諸表等〕 (1)〔連

結財務諸表〕注記事項（重要な後発

事象）」に記載のとおりでありま

す。



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 
  

(1) 臨時報告書

企業内容等の開示に関
する内閣府令第19条第
２項第12号及び第19号
（財政状態及び経営成
績に著しい影響を与え
る事象の発生）

平成19年４月２日 
関東財務局長に提出。

(2) 臨時報告書

企業内容等の開示に関
する内閣府令第19条第
２項第12号及び第19号
（財政状態及び経営成
績に著しい影響を与え
る事象の発生）

平成19年５月17日 
関東財務局長に提出。

(3) 
 

有価証券報告書 
及びその添付書類 （第82期）

自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日

平成19年６月25日 
関東財務局長に提出。

(4) 
 

有価証券報告書の訂
正報告書

  
(第82期)

自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日

平成19年10月５日 
関東財務局長に提出。



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 

 
平成18年12月13日

株式会社川島織物セルコン 

取締役会 御中 
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社川島織物セルコンの平成18年4月1日から平成19年3月31日までの連結会計年度の中間連結会

計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対

照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書につい

て中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場か

ら中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社川島織物セルコン及び連結子会社の平成18年9月30日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

  

あ ず さ 監 査 法 人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  山  川  雄  二  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  岡  田  在  喜  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報

告書提出会社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 

 
平成19年12月17日

株式会社川島織物セルコン 

取締役会 御中 
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社川島織物セルコンの平成19年4月1日から平成20年3月31日までの連結会計年度の

中間連結会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間

連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計

算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社川島織物セルコン及び連結子会社の平成19年9月30日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

追記情報 

１． 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項4(3)(ニ)に記載されているとおり、会社は、役員退職慰労

金について、従来、支出時の費用として処理していたが、当中間連結会計期間から役員退職慰労金規定に基づ

く中間連結会計期間末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更した。 

２． 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、固定資産の譲渡に関する平成19年5月15日開催の取締役会決

議に基づき、平成19年12月14日に固定資産の譲渡を行った。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

  

あ ず さ 監 査 法 人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  山  川  雄  二  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  岡  田  在  喜  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  奥  井  康  夫  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報

告書提出会社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 

 
平成18年12月13日

株式会社川島織物セルコン 

取締役会 御中 
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社川島織物セルコンの平成18年4月１日から平成19年3月31日までの第82期事業年度の中間会計

期間（平成18年４月１日から平成18年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中

間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社川島織物セルコンの平成18年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する

中間会計期間（平成18年4月１日から平成18年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示している

ものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

  

  

  

  

  

 

あ ず さ 監 査 法 人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  山  川  雄  二  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  岡  田  在  喜  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 

 
平成19年12月17日

株式会社川島織物セルコン 

取締役会 御中 
 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社川島織物セルコンの平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第83期事業年度

の中間会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対

照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成

責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社川島織物セルコンの平成19年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する

中間会計期間（平成19年4月１日から平成19年9月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示している

ものと認める。 

追記情報 

１． 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項(4)(ホ)に記載されているとおり、会社は、役員退

職慰労金について、従来、支出時の費用として処理していたが、当中間会計期間から役員退職慰労

金規定に基づく中間期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に変更した。 

２． 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、固定資産の譲渡に関する平成19年5月15日開催の

取締役会決議に基づき、平成19年12月14日に固定資産の譲渡を行った。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

  

あ ず さ 監 査 法 人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  山  川  雄  二  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  岡  田  在  喜  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  奥  井  康  夫  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。
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